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令和２年第２回町議会定例会会議の経過 （６月 10日） 

 

議      長   皆さん、おはようございます。ただいまから令和２年第２回山北町議会定

例会を開会いたします。               （午前９時 00分） 

なおクールビズになっておりますので、ネクタイを外しておりますが、暑

いようでしたら、上着を脱いでも結構ですのでお伝えをいたします。 

また、新型コロナウイルス対策として、引き続き議場のドアの開放等はよ

ろしくお願いしたいと思います。 

井上財務課長からは欠席の旨、申出がありましたので、これを了承してお

りますので、御了承願いたいと思います。 

それでは町長の挨拶を求めます 

町長。 

町      長   皆さん、おはようございます。 

本日は令和２年第２回山北町議会定例会に御出席いただきまして、誠にあ

りがとうございます。 

開会に当たり一言御挨拶を述べさせていただきます。 

初めに、先週６月１日に酒匂川の鮎釣りが解禁となりました。解禁日の当

日はあいにくの天候からか、太公望の姿は余り見られなかったとのことです

が、例年に比べて大きめのサイズの釣果が期待されているようですので、ソ

ーシャルディスタンスを保っていただきながら、今後酒匂川が多くの太公望

でにぎわうことを期待しております。 

さて、町内におきましては、新型コロナウイルスの影響により３月初めか

ら臨時休業となっていた幼稚園と小・中学校が、約３か月ぶりに教育活動を

再開したところでございます。 

長期にわたる臨時休業に御理解と御協力をいただきました町民の皆様や関

係者の方々には深く感謝申し上げます。 

しかしながら、新型コロナウイルスの脅威がなくなったわけではございま

せん。少しでも早く園舎や校舎内で園児や児童生徒の元気な声が響きわたる

日常が取り戻せるよう教育活動の再開後も感染防止に万全の措置を講じると

ともに、子どもたちが規則正しい生活習慣を身につけ、主体的に学習に取り
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組めるよう支援していきたいと思っております。 

また、国内の経済状況でございますが、財務省が６月１日に発表しました

2020年１月から３月期の法人企業統計によりますと、金融業・保険業を除く

全ての産業の経常利益が前年同期比32%の減で、４半世紀連続のマイナスとな

り、下落率はリーマンショック後、10年半ぶりの水準となりました。 

消費税が引き上げられた2019年10月以降の伸び悩みに加え、新型コロナウ

イルスの感染拡大による経済活動の停滞が響いており、５月に緊急事態宣言

が解除となりましたが、本格的な経済活動の再開には程遠く、さらなる悪化

が懸念されるところでありますので、町といたしましても国や県と連携し、

経済活動の再開に向けた支援に取り組んでまいりたいと思っております。 

一方、明るい話題が少ない中、将棋界におきましては、藤井聡太七段が６

月４日に行われましたヒューリック杯棋聖戦の決勝において、現在の将棋界

をリードする永瀬拓矢二冠に見事勝利し、史上最年少でのタイトル挑戦権を

獲得されました。 

日本文化の中で長い歴史を誇る将棋界において、次の世代を担う若手の快

挙をうれしく思うとともに、今後ますます将棋界が盛り上がりを見せること

を願っております。 

さらにスポーツ界におきましても、３月12日から中断していましたアメリ

カのプロバスケットボールＮＢＡのシーズンが７月31日から22チームで再開

するとの報道がございました。八村塁選手や渡邊雄太選手が所属するチーム

も含まれているとのことですので、今後の日本人選手の活躍に大変期待した

いと思っております。 

さて、令和２年第２回山北町議会定例会で御審議いただきます案件は、条

例案件５件、令和２年度一般会計補正予算案件１件、契約案件１件、町道路

線の廃止案件１件及び認定案件１件、人事案件１件、報告案件２点の合計12

件を提出させていただきましたので、よろしく御審議のほどをお願い申し上

げます。 

また、全員協議会におきましては、消費税等の税率引上げに伴う使用料等

の見直しについて、ほか８件を御説明させていただく予定でございますので、

よろしくお願い申し上げまして、御挨拶とさせていただきます。 
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議      長   ただいまから本日の会議を開きます。 

本定例会の議会運営については、５月29日に議会運営委員会を開催し、審

査を行っておりますので、委員長より審査報告を求めます。 

議席番号13番、石田照子議会運営委員長。 

13 番 石  田   皆様、おはようございます。 

それでは、議会運営委員会の報告を申し上げます。５月29日、午後１時か

ら役場401会議室において委員全員、議長の出席の下、令和２年第２回山北町

議会定例会の運営について審査いたしましたので、その結果を報告いたしま

す。 

提出議案は、お手元に配付されておりますように新規条例１案件、条例改

正４案件、補正予算１案件、契約案件１案件、町道路線案件２案件、人事案

件１案件及び報告２案件の計12案件であります。 

新規条例の１案件については本会議審議後、総務環境常任委員会に付託す

ることにいたしました。 

また、条例改正４案件、補正予算１案件、契約案件１案件、町道路線案件

２案件、人事案件１件及び報告２案件については、本会議即決といたしまし

た。 

陳情は１件ですが、卓上配付といたしました。 

一般質問については、５名の議員から通告書が提出されておりますが、本

日５名の議員に質問をしていただくことにいたしました。 

会期は６月10日から６月12日までの３日間といたしました。また、６月12

日の本会議終了後、全員協議会を開催いたします。日程は配付済みの日割り

予定表のどおりですので、省略いたします。 

以上で議会運営委員会の審査報告を終わります。 

議      長   議会運営に対する委員長の審査報告は終わりましたので、本定例会の会期

は委員長報告どおり本日から12日までの３日間としたいと思いますが、御異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声多数） 

議      長   御異議ないので、会期は本日から12日までの３日間と決定いたしました。 

会議録署名議員に議席番号６番、瀬戸顯弘議員、議席番号12番、冨田陽子



4 

議員の２名を指名いたします。 

本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。 

日程第１、一般質問を行います。発言は通告順といたします。 

通告順位１番、議席席番号11番、堀口恵一議員。 

11 番 堀  口   皆様、おはようございます。 

受付番号１、質問議員 11番、堀口恵一。 

件名「山北町内全戸を含む町民にとって適切なＷｉ－Ｆｉ環境を」。 

今回、新型コロナウイルス問題で３密行動が制限され、事業者、学生、ほ

か多くの人が困っている状況であり、代替の活動が推進され、実行できるこ

とはされているところである。テレワーク、オンライン診療、オンライン教

育、テレビ会議、オンラインでの見守りなど現実性・実用性・重要性が示さ

れた｡ 

また、個人、各家庭のＷｉ－Ｆｉ環境問題も露呈された。 

総務省では、災害時の観点、教育の観点、観光の観点で公共施設等へのＷ

ｉ－Ｆｉ環境の必要性を重視し、公共施設への整備を推進しているところで

ある。山北町でもふるさと交流センターなど、３か所においては実施されて

いるところである。 

遠隔防犯カメラ、家電遠隔コントロール等、Ｗｉ－ＦｉにつながるＩｏＴ

機器も相当安くなっている。Ｗｉ－Ｆｉも少々使うならスマホなど、無線通

信機器の従量制料金で問題ないが、ＴＶ電話での長電話、会議への参加､数時

間に及ぶテレワーク、一日見守り、長時間の動画､遠隔教育に使う動画を含む

多くの情報など、多量の情報を扱うには従量制でない適切なＷｉ－Ｆｉ環境

が必要である｡ 

山北町では、既に光回線が三保地区など、山地も含め敷設されているが､

町内各戸全部が回線接続とＷｉ－Ｆｉルーター設置を行い、Ｗｉ－Ｆｉ機器

を利用できる状況にはなっていない。ここに情報格差、行政サービス格差が

生まれる原因がある。また、合理化、情報化、情報機器高度利用が進まない

原因があると考える。 

一人暮らしの家庭（オンライン診療、遠隔見守り、防犯カメラ、生活相談

ＴＶ電話等）、小中高大学生のいる家庭、テレワークをする家庭と違いはあ
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れ、この情報化時代、Ｗｉ－Ｆｉ環境は水と同じく必要なものであるのに、

それが割高であるため、末端まで普及が進まない状況と考える。しいては、

日本の学力低下、日本企業の能力低下を招いている現状と考える。 

山北町内の小中高大学生のいる全家庭に同じ環境がないと教育格差が生ま

れる。また、教育情報を発する側にも大きな負担が潜在する。モバイルＷｉ

－Ｆｉルーターも考えられるが､家のＩｏＴ機器などは、モバイルルーターを

外出時持ち出せば使えなくなってしまう。それでも、おおよそ月額 3800円と

かかる。 

山北町は光回線が全域敷設されているにもかかわらず、有効に接続利用さ

れていない。性能はトップクラスなのにおおよそ月額 6,000円の料金がネッ

クになっていると思われる。また、光回線は高速大容量であり、普通の独居

や少家族一軒で使うには多過ぎる状況である。 

そこで質問する。 

１、町内公共施設にＷｉ－Ｆｉ環境があれば、家庭事情にかかわらず、そ

こに出向いて利用することができる。また災害時にも利用することができる。

ふるさと交流センターなど３か所には既に設置されているが、それ以外の町

内公共施設へのＷｉ－Ｆｉ設備設置についてはどう考えているか。 

２、山北町内全戸にＷｉ－Ｆｉ環境が必要と考えるが町はどう考えるか。 

３、低価格な高速大容量Ｗｉ－Ｆｉ環境（月額1000円程度）を実現する手

段として、光回線１つをルーターで分岐して６軒で使えば月額1,000円程度で

安定した高速大容量の回線が使えることになる。ＬＡＮのケーブルを地続き

の隣接する隣近所でつなぎ、各戸にＷｉ－Ｆｉ無線ルーターを設置すればで

きることである。御近所同士、手を取り合って、Ｗｉ－Ｆｉ設置をすれば、

相互扶助のきっかけにもなる。何か組合を作って推進すべきであるが、役場

の後ろ支えが必要と思うがどうか。 

以上です。 

議      長   答弁願います。 

町長。 

町      長   それでは、堀口恵一議員から「山北町内全戸を含む町民にとって適切なＷ

ｉ－Ｆｉ環境を」についての御質問を頂きました。 
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初めに、Ｗｉ－Ｆｉはケーブルがなくても、インターネットに接続するこ

とができる無線ＬＡＮの規格の一つであります。スマートフォンや携帯電話

の回線は、通信可能エリアが広範囲ですが、一般的に通信速度が低速である

のに対して、Ｗｉ－Ｆｉを含む無線ＬＡＮは、通信可能エリアは狭いものの、

高速で大容量の通信が可能であるという特徴があります。 

地方自治体がＷｉ－Ｆｉ環境を提供する場合、現時点では、「観光振興」、

「防災対策」、「住民サービス向上」の３つの利用目的が考えられており、整

備を検討する際には、費用対効果や持続性確保の面からも複数の利用目的で

活用することができるよう整備することが望ましいとされております。 

さて、１点目の御質問の「町内公共施設にＷｉ－Ｆｉ環境があれば、家庭

事情にかかわらず、そこに出向いて利用することができる。また災害時にも

利用することができる。ふるさと交流センターなど３か所には既に設置され

ているが、それ以外の町内公共施設へＷｉ－Ｆｉ設備設置についてはどう考

えているか。」についてでありますが、これまで町がＷｉ－Ｆｉ環境を整備

した施設は、山北町観光協会のある「ふるさと交流センター」と、「丹沢湖

記念館」の２か所で、いずれも「観光振興」を利用目的とし、外国人を含む

観光客へのインターネットアクセスを提供するため、公共的な観光拠点とし

て考えられる施設に整備したものであります。 

今後の町内公共施設へのＷｉ－Ｆｉ環境の整備については、「防災対策」

を目的として町が指定する避難所や、「住民サービスの向上」を目的として

役場庁舎、生涯学習センター、健康福祉センターなどを中心に広めていきた

いと考えております。 

次に、２点目の御質問の「山北町内全戸にＷｉ－Ｆｉ環境が必要と考える

が町はどう考えるか。」についてでありますが、Ｗｉ－Ｆｉ環境の必要性に

ついては、各世帯におけるインターネットの利用状況や、利用している機器

などを含め、人それぞれのライフスタイルや個人の考え方によって、大きく

変わってくると思います。 

将来的には、本町においても、医療、福祉、健康、子育て、見守りなど、

様々な分野での活用も期待されますが、現時点では、必ずしも町内全戸にＷ

ｉ－Ｆｉ環境が必要とは考えておりません。 
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次に、３点目の御質問の「低価格な高速大容量Ｗｉ－Ｆｉ環境（月額 1,000

円程度）を実現する手段として、光回線１つをルーターで分岐して６軒で使

えば月額 1,000円程度で安定した高速大容量の回線が使えることになる。Ｌ

ＡＮのケーブルを地続きの隣接する隣近所でつなぎ、各戸にＷｉ－Ｆｉ無線

ルーターを設置すればできることである。御近所同士、手を取り合って、Ｗ

ｉ－Ｆｉ設置をすれば、相互扶助のきっかけにもなる。何か組合を作って推

進すべきであるが、役場の後ろ支えが必要と思うがどうか。」についてであ

りますが、１本の光回線を複数の世帯に分岐して利用する例としては、マン

ションなどの集合住宅における利用があります。これは１本の光回線を各世

帯で共用しているため、戸建て住宅の場合と比較して、通信速度に問題が発

生することもありますが、月額利用料については一般的に安価となります。 

しかし、御質問にあるような、集合住宅ではなく地域の何軒かで１本の光

回線を分岐して、低額で利用することが回線事業者との契約上で可能である

かどうかも含めて、このような取組のために組合を作ることについて、現時

点で町が後方支援する考えはありません。 

議      長   再質問はよろしいですか。 

堀口恵一議員。 

11 番 堀  口   １番の回答ですが、住民サービスの向上を目的として役場庁舎、生涯学習

センター、健康福祉センターなどを中心に広めていきたいと考えております

というふうに回答されましたが、今後実施していくという考えでよろしいで

しょうか。 

議      長   町長。 

町      長   はい。公共施設については、順番に優先度の高いところ、あるいは、また

可能なところから順次Ｗｉ－Ｆｉ環境にしていきたいというふうには思って

ます。 

議      長   堀口恵一議員。 

11 番 堀  口   ２番目の質問でしたけれども、それに対して、将来的には全戸も期待され

るということで、現時点では必要ないと回答されてますが、現状、かなり福

祉分野でも有効、結構、個別には例えば娘さんがお母さんを見守りカメラで

連絡を取ったりとか、要するに、一人暮らしでも携帯じゃないんだけれども、
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会話ができるような、そういう地域介護もやっている方もおられる状況にな

っています。いろんな課題が現在地域にはあるかと思いますんで、そういっ

た解決策に非常に役に立つのではないかと思うんで、余り先々と言わず、す

ぐにでも、各家庭に環境を整えるというのが有効ではないかというふうに考

えていますが、その辺の最近の動向については、どう考えておられますでし

ょうか。 

議      長   町長。 

町      長   公共施設については、先ほど申し上げましたとおり、そういうような順次

やっていきたいというふうに考えておりますけども、一つは、私のほうでも

神奈川県の町村でやっておりますシステム組合のほうもやらせていただいて

おります。そこでも、そういう話が時々出てきますけど、やはりセキュリテ

ィーの問題というのが、若干、まだ不安があるなというようなことで、そう

いったところが設置できるところと、そういったものをクラウドか何かで、

何とかできるようなセキュリティーの問題とか、そういったような様々な問

題が解消できれば、そのようにしていきたいというふうに思っておりますけ

ども、一般家庭等、いろいろな一人暮らしとか、そういう方もいらっしゃい

ますので、そういった方については、やはり事業者との問題もございますの

で、そういった一体どこの事業者にして、どういうふうにするかというよう

なこともございますから、そういったことを一つずつ検討しながら進めてま

いりたいというふうに思っております。 

議      長   堀口恵一議員。 

11 番 堀  口   ３番目の質問に関連してですが、通常、家庭で今光ファイバーを引こうと

すると、6,000 円前後かかってしまう。一、二年は 1,800 円と、安いのをい

ろいろと出しているんですけど、よくよく調べると、みんな 6,000円近くな

ってしまう話になってまして。ベースがそこら辺に置かれているんだと思う

んですが、取りあえず、つくにはつけるのかもしれないけど、これ長い目で

すぐ数年たってしまいますから、どうしても高いイメージが結構高くて、

6,000円あったら、食事へ行っちゃったらいいやとか、普通考えちゃうんで、

なかなか値段がネックかなというようにちょっと思ってまして。 

それから、ＡＤＳＬの関係でも、ここ一、二年で、今度ＡＤＳＬが使えな
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くなって、光回線にしなきゃならない状況になってくるということで、まだ、

かなり少ないとはいえ、そういった人たちも移行時期を迎えているというの

はあります。 

そういった状況ですけど、この月額6,000円前後かかってしまうというのは、

高いという認識、結構、各家庭で違うわけですけれども、普及ということを

考えた場合には、かなり高いイメージがあるんですけども、その辺の感覚は

どうでしょうか。教えていただけますでしょうか。高くないというか。 

議      長   町長。 

町      長   我々、役場の中でも例えばの話ですけども、この本庁舎のところで、Ｗｉ

－Ｆｉというのは、当然検討しておりました。その中で、担当者のほうから

聞きますと、ここに設置した場合に隣近所のところまで行ってしまうという

ようなところがございます。 

ですから、そこのどこに設置して、どういうふうにするかというようなこ

とは、非常に個々の問題が絡んでくると。 

それから、地域全体でということになりますと、やはり今マンションなど

の集合住宅については、当然、最初にやるときに検討すれば、皆さんの理解

は得やすいというふうに思っておりますけども、戸建てとか、そういったよ

うな個々の問題が絡んでいることについては、非常に難しいと。 

つまり、完全にそこの家だけというようなことを考えなきゃいけないだろ

うし、あるいは、その複数ということになると、そこの業者のこと、あるい

は、また、その例えば、山北町、特に高齢者が多いですから、高齢者がその

まますぐに、例えば病院に入院してしまうとかですね、様々な生活の変化と

いうのもございますから、そういったものもよく説明して理解を得ないと、

なかなか、このＷｉ－Ｆｉ環境を整えて、全てのところにやっていくという

のは、なかなか難しい問題ではないかなというふうに思っておりますので、

町といたしましては、まずは公共施設、そういったようなところを優先的に

設置していきたいというふうに考えております。 

議      長   堀口恵一議員、質問はよろしいですか。 

11 番 堀  口   じゃあ、もう一つ。 

議      長   堀口恵一議員。 
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11 番 堀  口   やはり、隣地、共同利用の件ですけれども、例えば現在 6,000円前後で光

ファイバーを引いている家があるとします。その隣に例えばお年寄りの方が

住んでいるとかあった場合、両隣に隣地ですから、ＬＡＮケーブル買ってく

ればつながるわけですね。そこの先に、やはり電気屋さんに売っている無線

ルーターを設置すると、別のパスワードで入る形ができるわけなんですけれ

ども、これは、はっきり言っちゃえば、隣通しで話してやっちゃえば、現実

できちゃう状況だと思うんですけれども、ただ、勝手にやっていると、何か

いろいろな問題が起きそうだ、分からないというようなのがあるんだと思う

んです。一人暮らしの場合はほとんど使わないんだけども、やっぱり、あっ

たほうが便利という状況があって、例えば、先ほどの家では、６軒という話

で話をいたしましたけど、両隣つないだだけで３軒ですけれども、それでも、

例えば 6,000円が 2,000円になると、大分軽くなるという状況もあります。 

ですから、何か、結構業者任せでやっちゃうと、どうしても高いほうに持

っていかれちゃうんで、どうしても通信関係の通信料というのは、お任せに

なりやすくて、どうしても、だまされているわけじゃないんだけども、よく

読まないと分からない状況で。お金がなくてやりたくないと、そういう形に

なっちゃってるのかなと思っていまして。本来普及すべきものが普及してな

いという認識がありまして。だから、物理的には意外と簡単にできてしまう

のに、今までの流れから、できないという状況というふうに見えて仕方がな

くて、ちょっと、いずれにせよ山北の場合もかなり光ファイバー引かれてい

るわけですけれども。 

議      長   堀口議員、明確に質問していただけますでしょうか。質問を明確にお願い

いたします。 

11 番 堀  口   現在、引かれている光ファイバーというのは、十分有効に生かされている

という考えでよろしいでしょうか。 

議      長   もう一度、質問の要点をお話しください。 

11 番 堀  口   現在、山北町では、光ファイバーが全域敷設されてますけれども、十分接

続されて、生かされているというふうに考えでいますでしょうかという。 

議      長   企画政策課長。 

企 画 政 策 課 長   光回線の関係でございますけれども、先ほど、町長も申しましたように、
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町行政といたしましては、これから防災の関係、あるいは町民サービスの関

係、そちらのほうで整備を進めていく考えでございます。 

それで、あと町内全域に光回線が引かれているわけでございますけれども、

これが有効に生かされているのかという御質問でございますけれども、光回

線の使い方につきましては、やはり、先ほど町長も申しましたように、個人

の考え方ですとか、その方のライフスタイル、あるいは日頃から使っている

機器ですね、スマートフォンですとか、どんなパソコンを使っているとか、

そういった部分が大きく左右してくるというふうに考えております。 

したがいまして、やはり現状で有効に活用されているかといいますと、町

のほうといたしましては、今後行政としてやっていく部分については、しっ

かりＷｉ－Ｆｉ環境を整備していくと。 

それと、あと町民の方につきましては、町民の方御自身の考え方ですとか、

今後の町の行政サービスの在り方、そういったものを踏まえながら有効に使

っていっていただきたいというのは、町のほうの考えでございます。 

11 番 堀  口   それでは、質問を終わります。 

議      長   次に、通告順位２番、議席番号３番、和田成功議員。 

３ 番 和  田   受付番号第２号、質問議員３番、和田成功。 

件名、１、子どもたちの学習機会が保障される環境を。２、避難所運営に

おける感染症対策を。 

１、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、学校の臨時休業が長期

化し、いまだ流行が終息していない。子どもたちの学びの保障・学習格差等

を危惧される保護者も多くいる現状である。 

今後、感染拡大の第２波・第３波も懸念されているが、臨時休業期間中に

あっても、児童生徒の学習を支援するための可能な限りの措置を講じること

が不可欠であり、最低限取り組むべき事項として、ＩＣＴの最大限の活用、

児童生徒の学習状況や健康状態の把握等であるが、町として、子どもたちの

学習環境の確保は喫緊の課題であると考え質問する。 

①児童生徒が規則正しい生活習慣を身につける学習を継続するとともに、

学校の再開後も見据えた学校と児童生徒との関係を継続することができるよ

うな最善の取組がなされているのか。 
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②ＧＩＧＡスクール構想についての取組状況は。 

③プログラミング教育が必修化されたが取組状況は。 

２、新型コロナウイルス感染症については、日本国内においても感染経路

の不明な患者の増加している地域が散発的に発生しており、今後も、爆発的

な感染拡大を伴う大規模な流行につながりかねない状況にあります。 

こうした状況において、災害が発生し避難所を開設する場合には、新型コ

ロナウイルス感染症の状況を踏まえ、感染症対策等に万全を期すことが重要

と考え質問する。 

避難所の円滑な運営をするため、リスクアセスメントや感染拡大防止対策

等について、どのように考え、取り組んでいるのか。 

議      長   答弁願います。 

町長。 

町      長   それでは、和田成功議員から「子どもたちの学習機会が保障される環境を」

と「避難所運営における感染症対策を」についての御質問を頂きました。 

初めに、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、２月 27日の国の小・中

学校の休業要請を受けた県教育委員会の要請により、町内の小・中学校は、

３月３日から臨時休業を開始いたしました。さらに、４月７日に緊急事態宣

言が発令され、５月 25日まで、緊急事態宣言が延長されました。 

町では、県教育委員会の要請を受け、町の判断により５月 31日まで臨時休

業措置を行ってまいりました。その間、各学校では学習機会の提供として、

復習プリントや副教材の問題集等を児童生徒に配付し、家庭での学習を支援

してまいりました。 

また、児童生徒の各家庭には、学級担任から週１回の電話連絡を行い、学

習課題の取組状況や家庭学習への助言、毎日の健康観察カードの活用による

健康状態の把握や悩み事等の心のケアにも努めてまいりました。 

さて、１点目の「子どもたちの学習機会が保障される環境を」について、

１番目の御質問の「児童生徒が規則正しい生活習慣を身につけ学習を継続す

るとともに、学校の再開後も見据えた学校と児童生徒との関係を継続するこ

とができるような最善の取組がなされているのか」についてでありますが、

臨時休業中の児童生徒の規則正しい生活習慣等の継続につきましては、週１
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回の学校からの電話連絡等で各家庭の協力をお願いいたしました。 

また、学校再開後につきましては、臨時休業中の家庭での過ごし方に大き

な差があることが想定されましたので、「学校再開時の教職員の心構えや配

慮事項」を各学校教職員に周知いたしました。 

さらに児童生徒に対して「心身や生活のアンケート」を実施し、心の状態

を把握するとともに、その結果を基にスクールカウンセラーによる教育相談

の実施や臨床心理士による巡回相談、必要に応じて、スクールソーシャルワ

ーカーを活用した関係機関との連携、校内ケース会議の開催などにより、継

続的に児童生徒の心のケアに取り組んでまいります。 

学習面につきましては、学習プリントの定期的な配付に加え、三保小学校

では、各家庭でのオンライン授業への対応が可能であったことを受け、４月

13日から児童と先生、１対１、もしくは１対４までの双方向オンライン授業

を実施しております。これは、リアルタイムでお互いの顔が見え、学習状況

や健康状態の把握について、よい実践となり、今後も活用できると考えてお

ります。 

また、川村小学校と山北中学校では、オンラインでの学習を進めるために、

各家庭のネット環境状況や情報端末の有無等について、アンケート調査を実

施いたしました。オンラインでの学習を進めるための環境が十分に整ってい

ない家庭には、Ｗｉ－Ｆｉルーターやノートパソコンの貸出しを行い、５月

25 日にはテスト配信、５月 27 日からは、各学校で作成した学習動画を全家

庭に配信しております。このアプリは動画の配信だけでなく、課題の配信や

回収、アンケート機能もあり、健康観察等やストレスチェック等にも活用し

ております。 

また、これらの機能を十分に活用できるよう教職員への研修等も進めてお

ります。 

次に、２番目の御質問の「ＧＩＧＡスクール構想についての取組状況は」

についてでありますが、ＧＩＧＡスクール構想とは、「児童生徒向けの一人

一台端末を準備すること」、「高速大容量の通信ネットワークを整備するこ

と」をもって、子どもたち一人一人のニーズに合う創造性を育む教育を、全

国の学校現場で持続的に実現させることであります。 
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町では、ＧＩＧＡスクール構想の補助金を活用し、今年度中に一人一台の

情報端末と高速大容量の通信ネットワークを整備する予定で、日常の授業で

の活用やオンラインでの双方向の授業の実施や支援の必要な児童生徒の学習

支援などに効果的な指導ができると考えております。 

今後は、デジタルならではの教材の整備と活用方法の研究、教職員への研

修等、指導力の向上など、日常的にＩＣＴを活用できるための体制づくりを

進め、ＧＩＧＡスクール構想の実現に向けて取り組んでまいります。 

次に、３番目の御質問の「プログラミング教育が必修化されたが取組状況

は」についてでありますが、今年度より小学校において全面実施となりまし

た新学習指導要領では、プログラミング教育を通して目指すべき資質や能力

として、論理的思考力など、時代を超えて普遍的に求められる力を育成する

とされております。町内の小学校では、昨年度から新学習指導要領の全面実

施に取組、各教科の単元等の年間指導計画に位置づけて実施しております。 

町では、既にプログラミング教育やプログラミングソフトの活用について

の教員研修を実施しており、山北町教育研究会情報部会においては、活用方

法における情報交換や研修会を積み重ねております。 

さらに、小学校においては、ＩＣＴ機器の操作に限定するのではなく、新

学習指導要領に示されている「プログラミング的思考」を育むために各教科

の指導内容と関連付けながら計画的に、無理なく確実に実施するための教育

活動全体の見直しを継続して行い、プログラミング教育の充実を図ってまい

ります。 

次に、２点目の御質問の「避難所の円滑な運営をするため、リスクアセス

メントや感染拡大防止対策等について、どのように考え、取り組んでいるの

か」についてでありますが、新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣

言は５月 25日に解除されておりますが、今後の台風や大地震など、災害時に

おいて、避難所を開設した際は「密閉・密集・密接」の３密がそろいやすい

状況であると言えます。国でも、こうした状況を踏まえて、４月１日付で避

難所における新型コロナウイルス感染症への対応について通知がされており、

町としても気を緩めずに、避難所における感染防止対策を講じてまいります。 

具体的な対策としては、可能な限り多くの避難所を開設することです。体
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育館が避難所となっている学校施設は、教室などの施設を避難場所として利

用し、避難者の「密集」、「密接」を避けるために十分なスペースを確保す

るとともに、「密閉」状態を避けるために定期的な換気にも留意してまいり

ます。 

そして、発災した災害の状況等によっては、避難所の収容人数を考慮し、

あらかじめ指定した避難所以外にも、児童館等の公共施設や集会所等の地域

施設を避難所として開設することなども検討してまいります。なお、発熱や

せきなどの症状が出た方のための専用スペースを確保し、可能な限り個室に

することでクラスターの発生を抑制してまいります。 

また、避難者や避難所運営職員の健康状態を確認することも重要でありま

すので、受付に体温計などを用意し、検温に加えて、倦怠感などの体調を確

認するとともに、手洗い、せきエチケット等の基本的な対策を徹底し、受付

に消毒液を用意することや、マスク未着用者にマスクを配付するなど、感染

防止の徹底に努めます。 

さらに、町民の皆様自身が感染リスクを減らす対策としては、御自宅の安

全性が確認され、居住が可能である場合には、「在宅避難」を推奨し、そう

でない場合には、親戚や友人宅へ避難する「分散避難」を行っていただき、

また、感染予防に対する事前の備えとして、マスクなどの衛生用品も非常持

ち出し品に加えるなど、こうした対策についても、町ホームページ等を通じ

て啓発してまいります。 

議      長   和田成功議員。 

３ 番 和  田   それでは、再質問させていただきます。 

まず、①についてですけれども、臨時休業中、週１回の学校からの電話連

絡等とありますが、臨時休業中の支援対象児童生徒に対し、どのように配慮

された対応支援がされたのかお伺いします。 

議      長   学校教育課長。 

学 校 教 育 課 長   週１回の電話連絡、これが担任のほうから各家庭に、まず連絡しておきま

して、何時から何時の間に電話いたしますということで、その保護者が在宅

しなければいけないということではなく、児童生徒だけでも構わないという

ことで、児童生徒の健康状態とか、今の状態、中には悩みとか、そういうの
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もあると思うんですけれども、そういうことをまず担任が声で聞いて、確認

をさせていただいて、それぞれの児童生徒の状態を確認させていただいて、

それを校内で情報共有しながら進めていただくということでございます。 

議      長   和田成功議員。 

３ 番 和  田   説明で、特に支援対象児童生徒について、特別といいますか、配慮された

対応について、もう少し詳しくされているのであれば、お聞かせ願いたい。 

議      長   学校教育課長。 

学 校 教 育 課 長   支援が必要なお子さんだとか、そのような方には、やはり通常から気には

しておりますので、その点を確認しながら電話で。こういう時期でしたので、

対面してというのは避けるようにさせていただきましたけれども、電話でさ

せていただいて、何か問題があれば、関係機関とか、その辺のところに連絡

をする体制は取ってございました。 

以上です。 

議      長   和田成功議員。 

３ 番 和  田   配慮された対応、支援はされていたということで、大変デリケートな問題

でありますので、今後も引き続き関係機関等と連携して、きめ細やかな取組

を期待いたします。 

続きまして、分散登校始まっておりますが、感染拡大防止措置等について、

今現状をお聞かせ願います。 

議      長   学校教育課長。 

学 校 教 育 課 長   分散登校なんですが、今週いっぱいさせていただいております。 

小学校、中学校、川村小学校と山北中学校なんですけども、こちらのほう

はＡグループ、Ｂグループということで、２つにクラスを分けさせていただ

いて、小学校は１日置き、中学校は午前と午後に分けまして、分散登校をさ

せていただいております。 

分散登校におきましては、まず密接しないように指導しながら、マスクを

して登校するということで、当初はしております。 

玄関に入るところでも、間を空けて入ってくると。ここに教職員を立たせ

るといいますか、いていただいて、手の指の消毒をさせていただく。教室に

入りましたら、半分ですので、それぞれの席に、これも分散で座っていただ
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いて、職員と教卓の間にビニールのシート、これをさせていただきました。

それと必要に応じて職員はフェイスシールドをかけております。 

生徒が帰りましたら、職員総出で、大体１時間ぐらいかかると聞いており

ます。机とか、その辺、のぶも消毒をさせていただいて、次の日に備える。 

中学校につきましては、午前中が終わったら消毒をして、午後、生徒を迎

え、それで午後の生徒が帰りましたら消毒をするという、そういう対策を取

らせていただいております 

三保小学校は人数が少ないので、６月１日の当初から通常でございます。

こちらのほうも密接・密閉を避けるようにさせていただいて、毎日の消毒は

してございます。 

議      長   和田成功議員。 

３ 番 和  田   今後も、感染拡大防止措置等を積極的に続けていただきたいと思います。 

続きまして、②の質問に対して、今後ＩＣＴ教育やＧＩＧＡスクール構想

への取組の課題として、情報セキュリティー対策等があり、情報セキュリテ

ィーのマネジメントルール等の充実を図り、適切な運用を行う必要があると

考えますが、いかがでしょうか。 

議      長   学校教育課長。 

学 校 教 育 課 長   今後、ＧＩＧＡスクール構想ということで、一人一台パソコンが入ります。

それから、大容量の校内ＬＡＮを整備させていただきたいと考えております。 

校内ＬＡＮにつきましては、それぞれありますので、そちらのＬＡＮの中

でもセキュリティーといたしまして、フィルタリングもかけさせていただい

て、有害のサイト等は行かないようにはさせていただくとともに、導入いた

します一人一台パソコンのほうにもフィルタリングをかけさせていただいて、

児童・生徒が持ち帰ったときでも、自宅で有害なサイトとか、その辺に行か

ないようにさせていただくように考えてございます。 

議      長   和田成功議員。 

３ 番 和  田   情報セキュリティーに関しまして、より一層の教育環境の充実を実現する

ためにも、情報セキュリティー専門的な知識を有する人材等の派遣というの

を、町独自で取り組むような考えはございますでしょうか。 

議      長   学校教育課長。 
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学 校 教 育 課 長   今後は必要に応じて、そういう方を人材派遣というか、お願いしていく考

えはあるんですけれども、なかなか、その適任の方がいられないということ

で、今後、いろいろ相談させていただきながら、どういう方がいるのかと、

そういうことも考え、調べながらやっていきたいと考えております。 

議      長   教育長。 

教 育 長   セキュリティーの問題ですけども、まずＧＩＧＡスクールの関係で、これ

を、一人一台パソコンを学校に配置するという中で、国のほうの中で、この

ＩＣＴ活用教育アドバイザーと、こういう人をつけて、配置すると。さらに

はＧＩＧＡスクールサポーター、こういったものを配置する。さらにはＩＣ

Ｔ支援員ということで。ただ、これは、それぞれの要素というか、役割があ

るんですけども、そういった方々の活用しながら、こういったセキュリティ

ーの問題、どういうものを学校に導入していくかということで相談に乗って

いただいたり、そういったことで配置がされているということなんですけれ

ども、なかなか、こういったものを活用するのは難しいところもございまし

て、町としましては、そういったパソコン関係のこれまでも研修等を積んで

きました。そういった関係のところもございますので、そういったところと

相談しながら、このセキュリティーについても万全を配していきたいという

ふうに考えてございます。 

議      長   和田成功議員。 

３ 番 和  田   情報セキュリティー対策水準の向上を図るために、研修等をされていると

思いますが、今後も積極的かつ継続的に行い、全教職員に関連知識の理解と

定着を図る必要があると考えます。 

研修についても国、県からの指示等もあると思いますが、県西１市５町、

２市８町と連携して取り組まれるような考えはございますでしょうか。 

議      長   教育長。 

教 育 長   ２市５町、上地区のところで、ただ、それぞれの市町の状況もありまして、

例えば松田町の場合でも、既にパソコンがタブレットで入っているというこ

とでございます。 

そういった中、ただ、これから導入することに当たっては、できるだけ、

その交流人事をしている関係で、新しい学校に行ったときに全く機種が違う
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ということになりますと、戸惑いもある。そういったことの中では、ある面、

共通的な部分を共有できたらいいのかなというように思っていますし、小学

校・中学校の発達段階においても、小学校で使っているパソコンと中学校で

これから使うパソコンが全く機種が違う。新たに一から学び直さなければい

けないと、これも非常に弊害があるということの中で、やはり、そういうと

ころは、共通的に町としては考えていきたいというふうに考えてございます

ので。 

ですから、そういった面では、そういった今議員が心配されているような、

そういったものは情報交換しながら、できるだけ共通的にやっていきたい。 

ただ、一番大事なことは使う教職員の希望というか、思いというんですか、

どういったものを使っていきたいかというのがありますので、教職員の希望

と、子どもたちにとって、どういう機種が一番いいのか、そういったことを

考慮しながら、ただ、いろいろと情報交換しながら共通的なものは、できる

だけ共通的な部分で活用していきたいというように考えてございます。 

議      長   和田成功議員。 

３ 番 和  田   今後も学びやすさや使いやすさと安全性を両立するセキュリティーレベル

を検討に取り組んでいただきたいと思います。 

続きまして、ＩＣＴを効果的に活用した学習活動について、ＩＣＴ導入し

て終わりではなく、日常的にＩＣＴを活用できる体制の構築、導入後の効果

や使いやすさの確認も含め、町による活用計画やフォローアップなど、継続

的に改善を続けていくことが重要であると考えます。今後の町の取組につい

て、お考えをお聞かせ願います。 

議      長   教育長。 

教 育 長   今年度中にＷｉ－Ｆｉの環境、それからタブレットパソコン一人一台とい

う中で、計画を進めているところでございますけれども、こういった機種と

いうか、機器があったとしても、どう活用していくか、そこのところは、や

っぱり一番の大事なポイントじゃないかなというふうに思っております。 

ですから、今議員が言われたように、研修の機会、こういったものをしっ

かりと確保しなきゃいけないということもありますし、ただ、教職員だけで

やるというのは、なかなか難しさがあるという中で、ちょっと先ほど言いま
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したＩＣＴ支援員、こういった面も国のほうでは助成金の中に入れ込んで配

置するようにというような国からのそういったものもありますけども、なか

なか難しさもあるんで、町として、どういうふうに考えていくかということ

を、これは非常に大きな課題かなというふうに思っております。 

ですから、英語が導入されたときには、そういったＡＬＴの活用ですとか、

そういった面もありますし、そういった面では、今回はパソコンが一人一台

という形になりますので、それをどう活用していくかという。今オンライン

学習ということで進めておりますけれども、さらに、こういったものが推進

していかなきゃいけないという社会情勢もございますので、そういった面で

は、機種だけでそろえばいいというものじゃなくて、その後のどう活用する

かと、そのところにどう支援していくかというところが、一番大きなポイン

トかなというふうに考えてございます。 

議      長   和田成功議員、いいですよ。 

３ 番 和  田   今までも積極的に取り込まれているというようなお答えを頂き、安心して

おりますが、今後も続けて積極的に取り組んでいただきたいと思います。 

続きまして、プログラミング教育についてでございますが、前倒し等、積

極的に取り組まれているということなので、今後もより一層の積極的に取り

込まれることを期待して、次の質問へ移らさせていただきます。 

次の２番目の質問の再質問をさせていただきます。 

新型コロナウイルス感染症が終息しない中で、避難所における感染症対策

に万全を期すことが重要であると考えます。避難所全体のレイアウトや動線

の確保など、どのように考えているのかを聞かせください。 

議      長   総務防災課長。 

総 務 防 災 課 長   お答えいたします。 

従来、避難所は、受付をしていただきまして、避難してきた方にお名前等

を書いていただいて、避難スペースですね、体育館の中等に移動していただ

いている。 

また、テレビを見たい方には、テレビで情報を得ていただいたんですが、

この新型コロナウイルスの関係で、先ほど、町長の答弁もあったんですが、

国がある程度方向を今示しております。随時細かいものが入ってきて、市町
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村はできる限りそれに従ってということなんですが、例えば、受付で今まで

は先ほど言ったとおり、名前だけだったんですが、健康状態のチェックシー

ト、これを書いていただいたり、あと体温を測っていただくと。体温を測っ

ていただいて、特に健康状態に異常がない方、体温がない方は従来どおり、

そのホールとか、体育館の中に移動していただいて、避難していただくんで

すが、熱がある方、あと濃厚接触者と思われる方につきましては別の部屋、

学校で言えば教室なんですが、そういうところで避難していただくと。それ

が受付終わってからで、その後、例えばトイレ、これも、分けないといけま

せん。健常の方の使う方のトイレと、先ほど言った発熱、あと濃厚接触者と

の疑いがある方については、別のトイレを利用するなど。またトイレが分け

られなければ、時間的に区分けするするようにというような国の指針があり

まして、これで、できる範囲でやっていくということで、導線を分けるとい

うことで取り組んでいきたいと考えております。 

議      長   和田成功議員。 

３ 番 和  田   続きまして、体調等配慮を要する避難者に対し、保健師等の専門知識を有

する人材の配置等が必要であると考えますが、町としての取組の考えはいか

がでしょうか。 

議      長   総務防災課長。 

総 務 防 災 課 長   今まで避難所が開設したというのは、台風のときだったので、長くても、

十数時間だったんですが、実際、地震とかが起きた場合については、途中何

日もいるので、途中の健康状態の把握も必要だと思います。それについても、

国のほうが保健師等を巡回させるようにということで、新たに指針を出して

おりますので、議員が今言われるような方向で、保健師、または看護師が適

宜巡回するような形で取り組んでいきたいと考えております。 

議      長   和田成功議員。 

３ 番 和  田   ぜひ取り組んでいただきたいと思います。 

続きまして、在宅避難や親戚友人宅等への避難と回答されていますが、最

近よく耳にする言葉でありますが、町が指定した避難所に行くことが必ずし

も適切な避難とは限らないということなのか、お聞かせ願います。 

議      長   総務防災課長。 
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総 務 防 災 課 長   すみません。お答えいたします。 

何度もで申し訳ないんですが、これも、新たに国が４月１日、４月７日の

ほうに出しているんですが、そのときに新しく出た言葉でありまして、在宅

避難というのは、ハザードマップ等で御自分の自宅を確認していただきまし

て、特に危険がなければ、垂直避難で２階とか、あとは山側じゃなくて、谷

側ですね、そちらに移って、安易に避難所に来ないで自宅にいるということ

です。 

あと、分散避難というのは、自宅が危ないと思ったら親戚とかお友達の家、

そういう安全な家があるようでしたら、そちらに避難をまず考えてください

と、日頃から。 

その２つができなかったら避難所に避難してくださいということで、なる

べく感染を防ぐためにいろんなところに自らが考えて、行政が言うのではな

くて、自らが考えて散らばってくださいというのが、国の新たに示した方向

でありまして、これについては、速やかに町民の方にも周知しなければいけ

ないということで、ホームページ等でちょっとその辺のほうは、もう既に周

知のほうはさせていただいております。 

議      長   和田成功議員。 

３ 番 和  田   今のお答えを伺いまして、自助共助のさらなる強化が必要であるとの考え

なのでしょうか。お伺いします。 

議      長   総務防災課長。 

総 務 防 災 課 長   はい。新たな自助共助、自助は自分で自らを守るということなんですが、

新たなこのコロナの関係で避難、また、これは新しい日常にもなるんですが、

身体的距離の確保。避難所に行っても１メーターないし、２メーター分かれ

るとか、あとマスクの着用、手洗い、あと外出を控えるとか、日頃から。密

集を回避するとか、まさに、これ自助で自分を助けることなので、今まで自

助だというと、あの持ち出し品を用意するとか、そういうものだけだったん

です、もう常日頃から自分のことは自分で守る、まず、そういう行動してく

ださい。 

共助、これについては隣近所で助け合うということだったんですが、ただ、

今までは隣の人がなかなか歩けなかったら手を貸して避難所まで一緒にとい
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うことが簡単な共助だったんですが、これからは、先ほど言ったハザードマ

ップの研究。ハザードマップで、そこら辺の地域がどういう状況にあるかと

いうのも、やはり、それは共助の中で、自分たちでその危険性を見出してい

ただく。ですから、まさに自助共助については、ますます重要になっている

ことだと考えております。 

議      長   和田成功議員。 

３ 番 和  田   今後、自助共助がさらに強化していかなければいけないというような考え

であるならば、町民の方々の高い防災意識を醸成し、地域防災力向上を推進

するために、町として、今まで以上に自助共助の取組を支援する必要がある

と考えますが、町として、どうお考えでしょうか。 

議      長   町長。 

町      長   はい。おっしゃるようなことを以前から自治会等でも言われておりまして、

町といたしましては、防災監を、自衛隊のＯＢでございますけども採用して、

そういったような意識づけ、そういったようなものを学んでいただいて、ま

た、皆さんの防災意識をさらに向上させたいというふうに思っております。 

議      長   和田成功議員。 

３ 番 和  田   では、町として、避難所運営と公助について、今後どのように取り組まれ

ていくのかを考えをお聞かせいただきたい。 

議      長   総務防災課長。 

総 務 防 災 課 長   避難所の運営につきましては、今でも、あの地域防災計画のほうで細かく

書いてあるんですが、実際は、まだ避難所の運営はやったことないというこ

とで。地震とか何日もありませんので。ただ、実際に起きた場合は、これを

円滑に進められるようにするとともに、今回も、先ほどから何度も言ってい

る国が新たな方針を出しておりまして、新たに備蓄をなるべくしなければい

けないとか、消毒液とか、マスクとかそういうものは、公助として、市町村

として用意していきなさいということなので、その辺の備蓄品の整備等、取

組をしっかり進めていきたいと考えております。 

議      長   和田成功議員。 

３ 番 和  田   今お答えいただきましたけど、最後に、町長として、今後どのように考え

るのか、もし考えがあれば、お聞かせ願います。 
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議      長   町長。 

町      長   災害は山北町の場合は、今までは特に雨ですね、大雨等が非常に台風とか、

そういったものが多かったわけですけども、それ以外にも、心配としては地

震、あるいは火山噴火というようなものがございます。 

いずれにいたしましても、できるだけ、例えば、今総務課長が言いました

ような備蓄をして、皆さんの安心につながるようなものは、装備品として、

増やしていきたい。あるいは、また実際に台風のときに避難して来られた方

が、やはりペットと一緒だったり、あるいは、また様々な情報ツールがなか

ったり、そういったような反省点もございますので、そういったようなもの

については、今改善をしていくということでございます。 

それ以外にも、やはり山北町に住んで安全でよかったというふうに言われ

るような、そんなような防災のしっかりしたものを一遍にはいかないと思い

ますけれども、先ほども申しましたとおり、今後、防災監等も採用してまい

りますので、そういったような専門家の意見を聞きながら、さらに防災力の

ある町にしていきたいというふうに考えております。 

議      長   次に、通告順位３番、議席番号13番、石田照子議員。 

13 番 石  田   13番、石田照子でございます。 

私は２点、「ＩＣＴを活用した教育を日常的に」、「タクシー券のシルバ

ー定期券への利用拡大を」ということで、御質問させていただきます。 

大きな１番、これからの子どもたちはインターネットとは切り離せない世

界を歩んでいきます。学校においてもパソコンやタブレット等に触れること

で、技術の向上と、知識の充実を図ることが必須と考えます。 

このたびの新型コロナウイルスの世界的蔓延で、子どもたちは、学校の臨

時休業の長期化により学習向上の機会が奪われました。こんなとき、日頃か

らパソコンやタブレットに触れ、使い方に慣れていたら、オンライン授業に

もスムーズに移行できたのではないかと残念に感じるとともに、どのような

状況下でも子どもたちから学習の機会を奪うことのないよう事前の対策の必

要性を痛感しました。 

また、デジタル技術を駆使することで視覚に訴え、より充実した授業展開

を図ることができます。そこで、次の点を伺います。 
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１）緊急事態宣言解除後もＩＣＴを日常的な教育に活用した授業展開をし

ていくべきではないか。 

２）教師のＩＣＴ技術の向上にパソコン支援員の導入をするべきでは。 

大きな２番、本年度、高齢者福祉タクシー助成制度では、タクシー券が富

士急湘南バスの回数券にも利用できるようになりました。地域の方にとって

は、御自分の生活スタイルに合わせた選択ができ、便利になったことと思い

ます。 

しかし、今回の改正では、富士急湘南バスが発行しているシルバー定期券、

年間２万 6,200円ですが、それには利用できません。シルバー定期券で年間

利用できるようになれば、行動範囲も広がり、健康寿命にもつながることと

考えます。そこで、次の点を伺います。 

１）高齢者福祉タクシー券の利用拡充を再考し、より町民に寄り添った使

い勝手のよい、利用者に優しい制度にしていくべきではないか。 

以上です。 

議      長   答弁願います。 

町長。 

町      長   それでは、石田照子議員から「ＩＣＴを活用した教育を日常的に」と「タ

クシー券のシルバー定期券への利用拡大を」についての御質問を頂きました。 

初めに、町では町内の小・中学校のパソコン室にパソコン及びタブレット

を整備し、小学校では児童自らがパソコンやタブレットを使った調べ物学習

をするなど、主にパソコンに慣れる学習をし、中学校では、資料作成やデジ

タル作品の作成等、既存のソフトウエアを使った学習を行ってまいりました。 

しかし、新型コロナウイルス感染症の急速な拡大に伴い、小・中学校の長

期臨時休業を余儀なくされ、三保小学校では４月 13日からインターネットを

使った家庭学習を、川村小学校と山北中学校ではネット環境の整っていない

家庭に町からＷｉ－Ｆｉルーターやノートパソコン等を貸し出し、５月 27

日からオンラインを使った家庭学習を始めたところであります。 

そこで、１点目の「ＩＣＴを活用した教育を日常的に」ついて、１番目の

御質問の「緊急事態宣言後もＩＣＴを日常的な教育に活用した授業展開をし

ていくべきではないか」についてでありますが、町では、パソコンをデスク
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トップ型からタブレット型への移行、家庭学習に活用する家庭学習ソフトｅ

－ラーニングの導入、無料アプリのスカイプによるインターネットを利用し

た海外の学校との英語活動による交流、教職員の資質向上のための研修会の

実施など、数年前からＩＣＴ教育を重点課題として取り組んでおります。 

また、国では、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う学校の長期にわたる

休業を受け、「一人一台端末」、「学校ネットワーク環境の整備」などを目

指すＧＩＧＡスクール構想の早期実現を打ち出しております。 

町では、これを受け、今年度中に一人一台端末と高速大容量の通信ネット

ワークを小・中学校に整備する予定でおります。 

一人一台端末と高速大容量の通信ネットワークの整備により、パソコン室

に行かなくとも各教室で日常の授業において、パソコンやタブレットを使っ

て動画の活用や、分からないことをその場で児童生徒がすぐに調べることが

できるため、日常の授業に積極的に活用していきたいと考えております。 

また、現在進めております家庭学習における動画配信等の経験を生かし、

ＩＣＴを活用した授業実践に努めてまいります。 

このように、ＩＣＴを活用した授業はこれからの学校教育の重要な部分を

占めていくと考えておりますので、学校の臨時休業での活用に終わらせるこ

となく、日常的に活用してまいります。 

次に、２番目の御質問の「教師のＩＣＴ技術の向上にパソコン支援員の導

入をするべきでは」についてでありますが、ＩＣＴの効果的な活用を図るた

めには、一人一台パソコンやネット環境の整備などのハード面の環境整備、

デジタル教科書や教材活用などのソフト面の整備、そして教職員の能力向上

のための人材支援策がとても大切であると考えております。 

特に人材支援策としては、教職員の能力向上のための研修会の確保や、Ｉ

ＣＴ教育アドバイザー、ＩＣＴ支援員、企業人材の活用などが重要であると

考え、国・県等へ人材への支援を積極的に働きかけるとともに、町としても

専門的な人材確保による指導体制の充実に努めていきたいと考えております。 

次に、２点目の御質問の「高齢者福祉タクシー券の利用拡充を再考し、よ

り町民に寄り添った使い勝手のよい、利用者に優しい制度にしていくべきで

はないか」についてでありますが、現在、町では、70歳以上の方がいる世帯
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を対象に、三保地区は年間２万 4,000円、清水地区・高松地区には年間１万

8,000 円、共和地区・平山瀬戸地区は年間 6,000 円の高齢者福祉タクシー券

を配付しております。 

町では、高齢者の方がより使いやすいように、今年度から高齢者福祉タク

シー券を富士急湘南バスの路線バス乗車運賃として利用できるようにいたし

ましたが、さらに利便性を高めるため、シルバー定期券にも利用できるよう

富士急湘南バスと調整を始めております。 

現在のところ、富士急湘南バスからは前向きな回答を頂いておりますので、

今後、導入していきたいと考えております。 

議      長   石田照子議員。 

13 番 石  田   和田議員と内容が重複するかもしれませんけれども、私は確認をというこ

とで再質問をさせていただきます。 

先ほどの説明の中で５月25日にテスト配信をして、学習動画を配信してい

るような御説明がございましたけれども、この動画の内容ですね、先ほど、

健康チェックやストレスチェックと申しましたけど、もう少し詳しくどのよ

うな学習動画なのか御説明いただきます。 

議      長   学校教育課長。 

学 校 教 育 課 長   学習動画になるんですけれども、授業といいますか、動画をまずその学び

のための導入部分として使っていただくというものでございまして、例えば、

小学校１年生になりますと、まず文字に慣れていくということで、その教科

書に載っているものの読み聞かせのような感じ。 

それから、中学生になってきますと、国語で言いますと辺のつくりとか、

そういうものはこうです。この後、課題等の学習として、何ページから何ペ

ージをやってくださいというような、そのような動画を作っております。 

まず、そこが導入で、これからどんどん、どんどん使い方というのは広が

っていくと考えておりますので、その辺は、その工夫しながら動画というの

は作っていきたいと思います。 

それと、導入にしましたもので、アンケート調査みたいなこともできます。

これは、各クラスでクラスルームというのを作りまして、その中で、どうで

すかということで返してもらう。それが、先生が見ることができるというこ
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とで、そこからどういうことか、どうなのかとテストみたいなことにも使え

ます。何々という問題を出して、この答えは何ですかということでやること

もできますので、これからも、まだまだ研究の段階ではございますけれども、

いろいろと使えるように広げていきたいとは考えております。 

議      長   石田照子議員。 

13 番 石  田   そうしますと、今の御説明ですと、双方向にやり取りができるというオン

ライン授業ということになりますよね。そして、このオンラインというのは、

録画とか、保存をすることによって、児童・生徒側の都合に合わせて、何度

でも反復学習ができるというメリットがあるんですけれども、今回導入した

その学習動画というのは、録画はできるんでしょうか。 

議      長   学校教育課長。 

学 校 教 育 課 長   録音したものをアップしておりますので、それをクラスルームというとこ

ろに上げてございます。ですので、それを管理者が消さない限り残っており

ますので反復しながら見ることもできます。 

それから、動画を止めてまた戻ってとか、ビデオみたいな感じでも使うこ

とできますので、聞き逃したとかというところでも、また戻って学習ができ

る。また、このことは何だったんだろうなということで、また見直すという

こともできますので、上げた動画はそのまま残ってますので、いつでも、ど

こでもといいますか、ネット環境があれば見ることができるということでご

ざいます。 

議      長   教育長。 

教 育 長   この三保小学校については、１対１、あるいは１対４の双方向でのリアル

タイムで、やり取りができる、そういう形でございます。 

ただ、川村小学校と山北中学校につきましては、そういった形じゃなくて、

あくまでも動画配信という形の中でやっているという形です。 

ただ、動画配信のみじゃなくて、今課長が申し上げたように、いろんな機

能がついてますので、それを有効活用しているというような状況の中で、初

めのところは、課題を出しておりましたので課題の説明、このところは、こ

うやって解くんだよとか、こういった、より詳しく説明を動画でアップして

流したり、あるいは教科書の一部を説明を加えて、ここのところ、こういう
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考えだから、こういう形、過程でやってみなさいというような動画配信をし

たところでございます。この動画というのは、授業は基本的には45分授業、

小学校の場合、45分授業。30分、40分かなり負担がかかるんです。ですから、

最初の段階のところは、時間を短くして、１年生あたりはもう５分程度でも

いいんじゃないかと。10分、15分そういった中で動画配信をしているという

ような状況でございます。 

ですから、これから、だんだんそういったものに慣れてきますと、さらに、

また充実していくかと思いますけども、このオンライン学習につきましては、

長時間やるのが、なかなか子どもたちに負担がかかるということを聞いてお

りますので、その辺のところもよく配慮しながら進めていきたいというふう

に考えてございます。 

議      長   石田照子議員。 

13 番 石  田   確かに、このオンライン授業のデメリットというのは、そこなんですね。

興味を長時間続けるというのは非常に難しいということで、15分から20分が

いいんではないかなというようなことも言われておりますので。ただ、双方

向が５月25日から始まって、双方向のやり取りもできるということは、先生

たちも頑張ったんではないかなと思うんですけれども、生徒にアンケートを

採ったというようなことでしたけれども、そのアンケート結果、生徒の反応

というのはどういうものでしたでしょうか。 

議      長   教育長。 

教 育 長   調査結果について、細かく教育委員会には、まだ上がってきておりません

けども、校長等を通じて確認しましたところ、非常に動画配信してもらって

よかったということで、保護者のほうからも、ぜひ、これを進めてほしいと

いうような意見等はございます。 

ただ、まだ全員のところで集計等をしてませんので、今後、そこのところ

はしっかり分析しながら進めていきたいというふうに思っておりますし、今、

分散登校をしておりまして、15日から、来週の月曜日から一斉の、通常の登

校に入っていきますので、そういった面では、いろんな休み中のアンケート

ですとか、そういった面も分散登校のときは、まだ校長としては控えている

ということもございましたので、15日から、そういった軌道に乗ってきまし
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たら、そういった面についてきちっと検証をしながら、さらに進めていきた

いというふうに考えてございます。 

議      長   石田照子議員。 

13 番 石  田   先生方、専門業者を呼んで勉強されたと思うんですけれども、その成果が、

早速出てそのようなやり取りができているんではないかなと思うんですけれ

ども。この先生方の勉強というのは、その機器の操作方法ですとか、あるい

は動画の作成の方法とか、いろいろあると思うんですけれども、どのような

ことを勉強されたんでしょうか。 

議      長   教育長。 

教 育 長   町の、このオンライン学習につきまして、２年前になるんですけれども、

三保小学校が一人一台パソコンで、行く行くは山北町の小・中学校全てを一

人一台パソコンにしたいという思いの中で、２年前から、まず三保小学校を

モデル校的に実施していこうということで、パソコンを、町長の考えもござ

いまして配置させていただきました。 

そういった中、ただ、機種をあるだけじゃなくて、どう活用していくかと。

先ほどもちょっと話させていただきましたけれども、そういった中で、信州

大学の教授の方にお願いして、三保小学校のほうで研修を積んできました。

そういった中で、このＺｏｏｍを使っての１対１のオンラインが、スムーズ

にできたというのも、その成果じゃないかなというふうに思っています。 

三保小学校で４月13日から配信を始めましたので、小・中学校、川村小学

校、山北中学校の職員が三保小学校へ行って、実際にそれを見て、そのやり

取りを確認したり、そういった中、よし、じゃあ川村小学校、山北中学校で

もできることはやってみようと。１対１はできないけども、動画配信はでき

るんじゃないかということで、そういった形で進んでいったということで、

若干５月25日という、時間的にはちょっとかかったかもしれませんけども、

議会のほうの15日の予算を認めていただきましたのも、その中で、その時点

で、アンケートを採って、Ｗｉ－Ｆｉ環境を整えて、タブレットを配付、貸

出ししまして、何とかここまでできたというような状況でございますので、

そういった研修の機会というのは、非常に大きな一つの効果じゃなかったか

なというふうに思っています。 
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ですから、今後もそういった面をやっていかなきゃいけないということで、

先ほど、信州大学の先生の話をしましたけれども、これまでも、山北町は全

ての小中学校の職員、夏休みにこういったオンラインという言葉はなかった

です。パソコン研修という中で、研修を積んできたということでございます。 

議      長   石田照子議員。 

13 番 石  田   全ての小・中学校の先生方のパソコン研修をされ、あるいは、信州大の教

授にノウハウを教えていただいたということですけれども、そうしますと、

これから徐々にスキルも磨かれていくんだと思いますけれども、ある程度の

オンライン授業に対するスキルというのは、先生方は身についたという考え

てよろしいですか。 

議      長   教育長。 

教 育 長   まだまだ、あの初歩的な段階で、今、何とかできたということでございま

すので、これについては、まだまだ、しっかりと研修していかないと、とい

うふうに思いますし、先ほどの中でもお話がございましたけれども、ただ、

職員の研修だけじゃなくて、それと年に１回、２回の大学の先生に来ていた

だいての研修じゃなくて、あるいは業者等に年に１回、２回じゃなくて、通

常学校の中に、そういった支援員というんですか、そういった方を置いて、

やっぱり通常的に、パソコンをやるというのは、準備がかなりの時間的にあ

るんです。必要なんです。ですから、そういった教材づくりというんですか、

そういった面も先生方それだけにかかっているわけじゃありませんので、そ

ういった面の支援というのも、非常に大きな要素かなというふうに思ってご

ざいます。 

議      長   石田照子議員。 

13 番 石  田   先ほど、教育長の和田議員の回答の中で、機器を設置するだけではなくて、

それをこれからどのように使うかということが重要だというようなお話がご

ざいましたけれども、このオンライン授業が定着すれば、今回のように、予

期せぬ事態でも即対応ができて、子どもたちの学習の場を止めることがなか

ったんだと思うんです。 

そして、先ほどお話の中では、ちょっと教職員のように目が向いていたと

思うんですけども、子どもたちにも、このパソコンあるいはタブレットを操
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作させるというのは、特に低学年の場合には非常に難しいと思うんですけれ

ども、日頃から機器に接していないと操作の仕方すぐに忘れてしまう。子ど

もはそんなことないでしょうね、私なんて、すぐ忘れてしまいますので、日々

動かしていくことが重要かと思うんですけども、普通授業に戻った場合、こ

のタブレットの使用方法というのは、どのような方法で使っていくお考えが

あるのでしょうか。 

議      長   教育長。 

教 育 長   その辺につきましては、また学校とよく調整しながら、内容のほうを考え

ていかなきゃいけないというふうに思っていますけれども、やはり、パソコ

ンに慣れているということが、やっぱり一つ大きな要素かなというふうに思

います。 

ですから、一人一台パソコンということで、学校に置きっ放しではなくて、

家庭にも持ち帰れるような、そういう学習。山北町は、ｅ－ラーニングとい

う家庭学習用のソフトも入ってございますので、それぞれアカウント等は、

パスワードがございますので、それを持ってますので、そういった面で有効

活用する手段というのはいっぱいあろうかというふうに思います。 

ですから、日常的に、そういった面で学習の中に生かしていく、学校に来

ても、あるいは家庭の中でも、そういった面を使っていくような、活用でき

るような、そういう体制づくりを構築していきたいというように思っていま

す。 

今、具体的にどの場面でどういうということはありませんけれども、今後

の中で、学校と、よくそこのところは調整しながら進めていきたいというふ

うに考えてございます。 

議      長   石田照子議員。 

13 番 石  田   ぜひ、低学年のお子さんも、日頃タブレットに触れて、いざというときに

も一人でも操作ができるように常日頃から触れられるような機会を作ってい

ただきたいと思いますけれども、オンラインだけではできないものもありま

すよね、人間関係の構築とか。ですから、今後は、このオンラインとオフラ

インを上手に組み合わせて有効な授業を展開していく必要があると思うんで

すけれども、それプラス山北の独自性、山北町ならではのオンラインを使っ
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た授業展開というのも加えていくことによって、この付加価値がさらに高ま

るんではないかと思うんですけれども、この山北町独自性を持たせるという

ようなことについては、何かを考えはございますでしょうか。 

議      長   教育長。 

教 育 長   町独自のオンラインの学習ということなんですけども、そういった中で、

三保小学校が閉校になります。そうしますと小学校１校、中学校１校という

形になります。先ほど、機種の中で小・中同じような機種をという形の中で

ありますので、こういった面では小１、中１の中では、やっぱり、その辺の

連携というんですか、一貫性に立った、あるいは一貫教育、そういったもの

を推し進めていきたいというふうに考えています。 

そういった中での一つのツールとして、このオンラインもあろうかという

ふうに思います。ですから、大きなくくりの中で、そういった面を特色を作

っていきたいというように考えています。 

今、ここでオンラインについての特徴はと言われても、今整備することに

いっぱいの中で、今後の中で進めていかなきゃいけないということの中で、

ただ大きなくくりの中では小・中一貫の中で、こういった面もさらに進めて

いく、これが、やはり町の独自性にもつながってくるのかなというふうに考

えてございます。 

議      長   石田照子議員。 

13 番 石  田   まさに、オンライン授業は始まったばかりですから、習熟度が高まった時

点で、山北の独自性をぜひ待たせていただきたいと思います。 

町長にお伺いいたしますけれども、生活様式も新しい生活様式に変わり、

教育も新しい教育に変わりつつあります。ピンチをチャンスに変えると言い

ますけれど、まさに、それが今ではないかと思うんですけども、この山北町

の学校の新しい学校様式について、何かお考えがありましたらお願いいたし

ます。 

議      長   町長。 

町      長   新しいというので、答えになるかどうか分かりませんけども、私がかつて

ＰＴＡ等をやらせていただいたときに、ドイツあたりが先進的なそういった

ようなオンラインのことをやっておりました。そういう中では、やはり自分
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たちで、子ども自らが、自分たちでそういった課題とか、あるいは一番簡単

なのは、その当時、あしたの授業の持ってくるものであるとか、あるいは、

保護者に対する連絡とか、全部子どもたちがやっているというふうに言って

おりました。 

そういったようなことを含めて、自分たちで構成できる。何でもかんでも

教わるということも、もちろん大事なことですけど、その中で、さらに一歩

進んで、子どもたちが自分たちで学習を作っていくというようなことが、将

来、山北町で新しい教育ができれば、私はそういうような方向に持っていき

たいというふうに思っております。 

議      長   石田照子議員。 

13 番 石  田   まさに山北の小・中学校も変わりつつありますので、町長として、ぜひ見

守っていただきたいと思いますけれども、ＧＩＧＡスクール構想の前倒しで、

今年度中にタブレットを一人一台配付ということのようでございますけれど

も、今現在は各家庭にタブレットがあるお子さんは、家の手持ちのものを使

用していると思うんですけれども、そうしますと、このＧＩＧＡスクール構

想が進んでいく場合には、家にあるものではなく、家にあるお子さんにも、

一人一台配付されるということでよろしいんですか。 

議      長   学校教育課長。 

学 校 教 育 課 長   そのとおり、各児童生徒全ての者に一人一台行き渡るように整備をさせて

いただいて、それも家庭学習といいますか、家にも持って帰れるようにして

いきたいと考えてございます。 

議      長   石田照子議員。 

13 番 石  田   そうしますと、今でも、オンライン授業をしているようではございますけ

れども、低学年のお子さんは、なかなかその辺が難しいんですが、一人一台、

そして家に持ち帰れるということになれば、今年度中には、全ての子どもた

ちがこのＩＣＴ機器に何らかの形で加わるということでよろしいんでしょう

か。 

議      長   学校教育課長。 

学 校 教 育 課 長   おっしゃるとおりでございまして、今年度中、まだ、この補正予算、お認

めいただいてないんですけれども、すぐに発注等のそういう事務的なことを
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進めさせていただいて、なるべく早く導入して、それぞれ児童生徒が扱って

いくというような状況を作っていきたいと考えております。 

議      長   石田照子議員。 

13 番 石  田   それでは、次に移りますけれども、その一人一台パソコン、タブレットが

配付された場合には、その操作方法もそうですけれども、先生方のそのスキ

ルのほうも充実した授業を定着させるためには、やはり、専門員のアドバイ

スとか、指導が非常に欠かせないと思うんですけれども、先ほどの回答の中

で、教育長もＧＩＧＡスクールサポーターですとか、ＩＣＴ支援員というよ

うなお話をされておりましたけれども、教育長、もう一度お伺いいたします。

支援員の必要性について、いかがでしょう。 

議      長   教育長。 

教 育 長   ＩＣＴの支援員ということですけれども、これは、学校図書室も、ちょっ

と同じ考えが私ございます。図書室にも、司書を配置することによって、そ

の読書活動がかなり有効になります。山北町の生涯学習センターにも、数年

前から司書を配置するようになりました。かなり内容が充実してきていると

いうふうに私も思っています。 

コロナの関係で、すぐに電話で貸出しをするというようなことも、司書の

こういった発案ですか、そういった考え方がございます。 

ですから、図書室を充実させるためには、これ、司書も必要だということ

でございますので、このパソコン教室、あるいはパソコンの活用、こういっ

た面についても、こういった支援員というのは、非常に大事なものかなと。

いわゆるパソコン司書じゃありませんけれども、そんな言葉を使っていると

ころも見たことがございますけれども、そういった考え方は、やっぱり必要

じゃないかなというように思っております。 

ですから、研修を１回、操作の仕方、そういったことによって、教職員の

技術能力の向上、さらには、この動画を作ったり、あるいは授業をプログラ

ミング教育を推進するに当たっても、そういった支援員の力というのは、非

常に大きいかなと。先生個々が全てやるんじゃなく、そういった力を借りな

がら進めていくというのは大変有効じゃないかなというふうに思っています

ので、どういった形になるかと、まだ構想というか、今後の中で考えていか
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なきゃいけないというふうに思っておりますけれども、ぜひ、そういった面

を充実させながら、それこそ町の独自になろうかなというふうに思っており

ます。 

議      長   石田照子議員。 

13 番 石  田   このようなＩＣＴ支援員の配置をということでうたっております。これに

よりますと、４町で一人配置というような何かことはうたっているんですけ

れども、先ほどの教育長のお話の中では、市町の状況の中で、非常に難しい

と。ただ、情報公開をしながら連携していきたいというようなお話でしたけ

れども。そうしますと、この広域での配置というのは、まだお考えではない

ということですか。 

議      長   教育長。 

教 育 長   このＩＣＴ支援員は、４校に一人分、地方財政措置、こういう対応なんで

す。ですから、非常にこれ厳しいなというように思っていますので、やはり

町独自というんですか、町として、やっぱり、今後のこの考え方をしっかり

と、もっとこれを進めていかないといけないというように思ってますので。

ですから、これ、他町と一緒にやるというのは、なかなか、これ難しい。 

ただ、町独自だけじゃなくて、国・県、特に県のほうにこういった面で支

援員というのは、非常に大事なんだということで、積極的に要望のほうはし

ていきたいというふうに思ってございます。 

ですから、そういった面で、県でどのように考えていくのか、スクールサ

ポートスタッフという先生の補助をする、いわゆる印刷をしたり、マルつけ

をしたり、いろんな先生方の補助的な授業というのが、今年度、県の予算で

つきました。配置してございます。そういった面でのＩＣＴ支援員も考えて

いってほしいという中で、県のほうにもしっかりと働きかけていきたいとい

うふうに考えてございます。 

ですから、少なからずもＩＣＴ支援というのは、必要不可欠なものではな

いかなというふうに考えてございます。 

議      長   石田照子議員。 

13 番 石  田   町長にお伺いいたします。 

この支援員の派遣というのは、当町の子どもたちの学習の遅れを取り戻す
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ためにも、また、今後の新しい学校の形を作っていくにも、非常に重要な位

置づけになると思うんです。 

ただ、この支援員を派遣するとなると、予算づけが必要になります。この

ような厳しい状況下の中であるんですけれども、この予算づけは早急にして

いただきたいと思うんですが、いかがでしょう。 

議      長   町長。 

町      長   おっしゃるように、町としても優先的にそういったようなものについては、

予算措置はしていきたいというふうに思っております。 

ただ単に支援員だけではなくて、全体的なところで、どういうふうに考え

るかということが、非常に大事だというふうに思っておりますので、そうい

った意味で、支援員だけでなくて、様々なオンライン授業もございますし、

あるいは、これから、やっと考えておりますやまきた塾みたいな、そういっ

たようなこともあります。 

様々な教育に関わるあらゆるものについて、山北町の子どもたちが一番い

いというような、そういったような教育環境を作ることが私の責務だという

ふうにも思っておりますので、そういった意味では、ぜひとも、そういった

ような予算措置も取っていきたいというふうに思っております。 

議      長   石田照子議員。 

13 番 石  田   町長の口から予算措置を取っていきたいという言葉も聞かれましたので、

次に移りたいと思います。 

タクシー券のシルバー定期券への利用拡大ということなんですけれども、

今年度高齢者福祉タクシーの利用範囲が回数券にまで広がりました。その御

説明を頂いたときに、シルバー定期券にも利用できるようにという町民の要

望がありましたということをお伝えいたしましたけれども、今回、そこにま

で利用範囲が及ばなかった理由というのは何なんでしょうか。 

町      長   福祉課長。 

福 祉 課 長   お答えします。 

今のところ、富士急湘南バスとの調整を始めておるところでございまして、

まだ、そこまでの段階ではちょっと調整ついておりませんので、そういう状

況でございます。 
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議      長   石田照子議員。 

13 番 石  田   今回の回答の中では、富士急湘南バスさんと交渉をして、調整を始めてい

て、今後導入していきたいと回答を頂いておりますけれども、このシルバー

定期券には３種類あるんですね。３か月、６か月、１年と。そして１年利用

できるものは２万 6,200円と。これは路線バス内でしたならば、どこでも利

用できます。 

ただ、循環バスには利用できないんです。これ、今後バス会社さんと交渉

する際に、循環バスにも利用できるように交渉をしていっていただけると、

さらに利用範囲が拡大し、利用者にとっては便利なアイテムツールになると

思うんですけども、その辺いかがでしょう。 

町      長   福祉課長。 

福 祉 課 長   おっしゃられるように、今このシルバー定期券、富士急湘南富士急グルー

プの中では使えるということで、循環バスでは、ちょっとできないよという

ようなことでございますけれど、富士急湘南バスと今後も調整して、話をし

ていく中で、そのような話はもっていきたいと思いますけれど、これも相手

のあることがございますので、ちょっと今後どうなるか、明確には、今ここ

ではお答えできませんけれど、その話題は乗せていきたいと思います。 

議      長   石田照子議員。 

13 番 石  田   循環バスは町が購入したバスですから、ぜひ、これにも使えるように交渉

していただきたいと思うんですけども、町長、鶴の一声どうでしょう。 

議      長   町長。 

町      長   基本的に、前から何回も言っていますように、こういう福祉タクシーとか、

そういったような交通弱者に対する考え方というのは、一回やって駄目だっ

たらやめるというわけにはいかないわけです。 

ですから、全てのことが、一回できれば、それをさらによくすることはで

きますけど、悪くするというようなことは考えておりません。そういう意味

では、慎重にその循環バスについても、別に、その何というんですか、今石

田議員がおっしゃったのは、そのタクシー券をそのあれに使えるというよう

なやり方ですけれども、それよりも、さらにいい方法があるかどうか。ある

いは、そして、また、それが継続してできるかどうか。様々なことが必要だ
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というふうに思っておりますんで、交通対策については、山北町について、

もう一番の町民から要望でございますので、そういったことについては、必

ず後退することはなく、一つでも一個ずつでも前に進みたいというふうに思

っておりますので、そのために知恵を絞ってやっていきたいというふうに思

っております。 

議      長   石田照子議員。 

13 番 石  田   町長の口からは、具体的な回答は頂けませんでしたけども、課長のほうは

交渉していただけるという話ですので、ぜひ、これは前向きに検討していた

だきたいと思いますが。 

議      長   副町長。 

副 町 長   町の循環バス云々の話なんですが、町長の考え方を申しますと、高齢者の

方々は循環バスそのものをただにしようという考え方を持っておられます。

そうすると、それが高齢者の定期券になるのかということも含めて、全体的

に広い考え方で、それで一度やっちゃったものはやめるというわけできない

ので、その辺は慎重に考えていきたいということで、申し上げたということ

で、町の考え方でございます。 

議      長   石田照子議員。 

13 番 石  田   じゃあ、先ほどの町長の話の裏には、そのようなすばらしいアイデアがあ

ったということでよろしいわけですね。 

それでは、これで最後にいたしますけれども、新型コロナウイルスの対応

についてもそうなんですけれども、町民あっての行政ですから、ぜひ、町民

にいいと思われることは、予算立てが必要な場合には無理かもしれませんけ

れども、いいというようなものは早急に、後手に回ることなく対応していて

いっていただきたいと申し上げ、終わりにいたします。 

議      長   ここで、暫時休憩といたします。 

再開は、ちょっと中途半端なんですけれども、11時５分からとさせていた

だきます。                      （午前10時53分） 

議      長   休憩前に引き続き、会議を開きます。        （午前 11時 05分） 

通告順位４番、議席番号８番、清水明議員。 

８ 番 清  水   受付番号第４号、質問議員８番の清水明でございます。 
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今年の台風シーズンの到来を前に、新型コロナウイルスの影響が長期化す

る中で、避難所の在り方について心配する声が上がっている。避難所は「３

密」になりやすく、大規模なクラスターも発生しやすい。感染拡大を防止し

ながらの避難所運営はいかにあるべきか、また、町として対策がどのように

なっているか質問する。 

１、国は４月７日付で、避難所における新型コロナウイルス対策として、

分散避難や健康チェックなどの対策を取るよう都道府県や政令指定都市な

どに通知したが、山北町の対応はどうなっているのか。 

２、昨年の台風19号の経験から町が避難所運営において、新たに取り組ん

できたことは何か。エアマットの準備が大変であったと聞いているが、エア

ーポンプの購入とか、段ボール製の間仕切りの用意等はされているのか。 

３、岸地区、向原地区の人たちからは、生涯学習センターへの避難は大変

であるとの声を聞く。川村小学校、山北中学校の開放を考えて、町と自治会

が地域住民を交えての訓練等を実施する必要があると考えるが、町の対応は

いかがか。 

４、昨年の避難行動の際にペットを伴った避難者の例があり、対応が決ま

っていなかったので、引き取ってもらったとの報告があった。ペットの扱い

についてはどうなったか。 

議      長   答弁願います。 

町長。 

町      長   清水明議員から「新型コロナ禍が続く中での避難所運営を問う」について

の御質問を頂きました。 

初めに、１点目の御質問の「国は４月７日付で、避難所における新型コロ

ナウイルス対策として、分散避難や健康チェックなどの対策を取るよう都道

府県や政令指定都市などに通知したが、山北町の対応はどうなっているの

か」についてでありますが、国は新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、

避難所を開設する場合には、感染症対策に万全を期すことが重要として、都

道府県経由で全国の市町村に通知を出しました。 

国の対応指針では、「可能な限り多くの避難所の開設」「親戚や友人の家

等への避難の検討」「自宅療養者等の避難の検討」「避難者の健康状態の確
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認」「手洗い、せきエチケット等の基本的な対策の徹底」「避難所の衛生環

境の確保」「十分な換気の実施、スペースの確保等」「発熱、せき等の症状

が出た者のための専用のスペースの確保」「避難者が新型コロナウイルス感

染症を発症した場合」など、９項目が示されております。 

これを参考として、先ほど和田成功議員の質問で答弁したとおり、避難所

における徹底した感染予防対策を講じてまいります。 

次に、２点目の御質問の「昨年の台風19号の経験から町が避難所運営にお

いて新たに取り組んできたことは何か。エアマットの準備が大変であったと

聞いているが、エアーポンプの購入とか、段ボール製の間仕切りの用意等は

されているのか」についてでありますが、昨年10月に襲来した台風19号は、

24時間雨量が観測史上１位となる500ミリに達し、町内の避難者総数が213名

となり、近年で最も多くの町民が避難されました。特に、生涯学習センター

には184名が避難し、避難所運営職員を増員して対応しましたが、大多数が

多目的ホールに避難したため、硬い床でも快適に過ごせるようにエアマット

を配付した際に、附属のポンプに加えて、エアコンプレッサーも活用いたし

ました。 

避難所用間仕切りとしては、家族向けに６畳用ユニット、少人数用に２人

用を備蓄しております。また、新たに避難所設備の充実強化を図るために、

避難者が自ら台風の進路や大雨警報などの気象情報を得るためにテレビの

設置、生活必需品となった携帯電話を充電するために充電器を設置すること

といたしました。 

次に、３点目の御質問の「岸地区、向原地区の人たちからは生涯学習セン

ターへの避難は大変であるとの声を聞く。川村小学校、山北中学校の開放を

考えて町と自治会が地域住民を交えての訓練等を実施する必要があると考

えるが町の対応はいかがか。」についてでありますが、昨年の台風19号まで

は、良好な避難環境を考慮して、エアコンなどの空調設備や畳敷きの部屋の

ある４か所の避難所を開設いたしましたが、今年からは従来どおりに、川村

小学校、山北中学校などの避難所も開設いたします。 

また町では、毎年、防災体制の充実と町民の防災意識の高揚を図ることを

目的として、町と各自主防災会とで総合防災訓練を実施しております。 
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しかし、本年度は、新型コロナウイルスの影響により中止せざるを得ませ

んでしたので、これが終息した時点で、今後採用を予定している防災監の知

識と経験を生かし、自主防災会を対象とした避難所運営訓練の実施を考えて

まいります。 

次に、４点目の御質問の「昨年の避難行動の際に、ペットを伴った避難者

の例があり、対応が決まっていなかったので引き取ってもらったとの報告が

あった。ペットの扱いについてはどうなったのか」についてでありますが、

全国各地の避難所において、災害の発生を想定した際のペット対策をどのよ

うに講じていくかが大きな課題となっております。災害発生直後には、多く

の飼い主がペットを連れて避難所に避難することが想定されますが、避難所

は様々な事情を抱えた方が共同で生活を送る場であり、動物を苦手とする方

や動物アレルギーなどの理由により、動物と一緒に生活ができない方もおり

ます。 

しかし、避難者とペットのすみ分けや動線の分離が可能な避難所であれば、

他の避難者とのトラブルを防げると考えますので、現在、ペット同行避難の

ルールづくりを進めているところでございます。 

議      長   清水明議員。 

８ 番 清  水   第１点目の国から都道府県政令指定都市などに通知があったということで、

山北町でも対応されているということでありました。その中で、先ほどの和

田議員の質問にもありましたが、今回文字を見てますと、自助自助、共助共

助、そして最後に公助が来るような感じで、どうも、国が何となく後ろ向き

になっているような考え方がのぞけるのではないかというふうに思っていま

す。 

今までのように、やはり当然ながら地震等のときには、まず自分、家族安

全を確保して、確認をして、それから地域、そのための地域防災組織があり

ます。そして、一時避難。それから、この辺でいえば、隣の学習センターに

なりますけども、そこに避難をするということですが。 

国は、まず動かない。要は、安全を確保してということで、通達にもあり

ますけども、避難というのは難を避けるのであって、避難所に行くことでは

ないよというふうなことが書かれています。それはそうですけれども、実際
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に、地震で家が壊れた場合に、やはり頼るところは、町が開設する避難所で

あろうと。それから、山北町では、現在高齢の独り住まいの方が増えていま

す。そういう方に、家で閉じ籠もっていろとか、近くの親戚を頼れとかとい

うふうなことは、例えば車がないとか、どういうふうに避難をするのかとか。

そういうことも含めて、私は国が言ってることは、余り実効性がないのでは

ないかというふうに思うのですが、町では通知を受けて、どのように、今後

対策を立てられるのか、お願いいたします。 

議      長   総務防災課長。 

総 務 防 災 課 長   お答えいたします。 

議員が今言われるとおり、国は、まず避難所じゃなくて、在宅避難。あと

安全な知人宅があれば、そちらということを言っております。ただ、それで、

３番目が避難所ということなんですが、町としては、だからといって、避難

所を開かないということは一切考えておりませんので、やはり、先ほどの町

長の答弁もあったとおり、山中とか、川小も含めて、まず避難所の準備はし

て、町民の方を受け入れるという、その姿勢は変わっておりません。 

議      長   清水明議員。 

８ 番 清  水   町としては、姿勢は変わっていないということで安心をいたしました。た

だ、３密を避けるということで、もう本当に台風シーズンがやってきます。

それから、地震はよく言われますがいつ起きても不思議ではないと。特に、

この辺は幾つもの地震の巣があって、最大級震度７が襲ってもおかしくない。

そういう中で、私は至急に今度の災害に備えての避難所の在り方を作成すべ

きであろうというふうに思っております。 

例えば、町のほうでは出しておられますが、地域防災計画の 28ページには

避難所の運営という項目があります。男女のニーズの違いや要配慮者等の多

様な視点などに十分配慮するほか、自主防災組織等地域住民の代表、施設管

理者及び町職員で構成する避難所運営委員会を設置し、避難所運営マニュア

ルを作成するなど、避難所の円滑な運営を行うということで。もう既に作ら

れています。これについて、以前も質問しましたが、避難所のマニュアルに

ついて、作成中であるということでしたが、避難所マニュアル、もう目の前

に災害が迫っているということで、どの程度、作成の進捗が図られているの
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か、お答えをお願いします。 

議      長   総務防災課長。 

総 務 防 災 課 長   お答えいたします。 

このマニュアルにつきましては、議員が今心配していただいているとおり、

新たなコロナ対策がありますので、また一から、もう一度、先ほど、和田議

員のときもお答えしましたが、まず受付から変わっていきますので、まずは、

ちょっとまだ一から作り直しているというところが、今の現在の進捗状況で

あります。 

議      長   清水明議員。 

８ 番 清  水   コロナの出現で様々変わっているということは理解しますが、先ほど、申

し上げましたが、災害は待ってくれないということです。もし、仮定の話で

すが、あした地震が起きたときに、まだ計画ができていませんでは、本当に

混乱を来してしまう。そういうことからも、やはりスピード化を図る必要が

あるだろうと思いますが、その辺、作成中ということでありますが、それは

いつ頃できるのか、目安で構いませんので。 

議      長   総務防災課長。 

総 務 防 災 課 長   お答えいたします。 

マニュアルにつきましては、大きいところのくくりでは、議員が今言われ

る地域防災計画、既に記載されております。これにプラスの要素を加え、あ

と、ですからペットとかも、細かい部分も加えていくこととなると思います。

ですから、それを見て、すぐに、みんなが同じように動けるというマニュア

ルは、ちょっとまだ時間がかかると思いますが、出水期、もう６月なので始

まっておりますので、本当に、私も今いつまでとは言えませんが、今年の台

風、まだ台風は発生しておりますが、台風シーズンにはなっておりませんの

で、それまでにはプラスをしたマニュアル、ただ、これには地域の自主防災

会も多く入ってくると思いますので、まず町の役割という部分のまずはマニ

ュアルになるんじゃないかと。地域の方が入ってきていただくのは、もうし

ばらく時間とお互いの意見交換等が必要になってくると思いますので、まず

は、町の体制づくりのマニュアルをしっかり書き込んでいきたいと思ってお

ります。 
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議      長   清水明議員。 

８ 番 清  水   ともかく、急ぐ必要があるだろうということ、それから、今のお答えで、

まだ町が作成をして、その後で地域も巻き込んでいくというふうなお答えだ

ったと思いますが、地域も、大分これについては心配をしております。 

また、町長からもありましたが、今年は防災訓練がコロナのために中止に

なっているということで、地域によっては独自に防災訓練できないのかとい

うふうな声もあります。昨年も、城山自治会が学習センターをお借りをして、

避難所開設の一番最初の受付と避難場所、避難の部屋の割り振りを行いまし

た。あれは訓練ですから、比較的和やかに終わりましたけれども、実際のと

きには、それこそ本当に大変な騒ぎになると思いますが、そういった訓練は

必要と思いますので、もし、そういった地域の要望があった場合には、何ら

か手助け等をしてもらえるでしょうか。 

議      長   総務防災課長。 

総 務 防 災 課 長   お答えいたします。 

地域が自主的に訓練を計画したらということなのですが、これは、まさに

全面的に支援のほうは、支援というか、協力していきたいと思います。今ま

でも、防災に係る講演会というのは、オープンで、いつでも呼んでください

ということでやっております。ちょっと悲しいのですが、実際に、年に１回

か２回の要請なのですが、必ず、ですけど、毎年１回か２回ありまして、そ

ういうものには、町職員が行って、意見交換等をしておりますので、支援に

つきましては、全面的に行っていくつもりでおります。 

議      長   清水明議員。 

８ 番 清  水   今のお答えの中で、もう少し地域の住民も意識を高めないといけないなと

いう面はあると。ただ、今までの訓練では、町それから地域というふうに、

そこの間の連携がなかなかなかったということ。当然ながら避難所を開設し

た場合には、役場の職員だけではとても、特に地震の場合には解決しません

ので、地域の住民も含めての運営委員会を作るということに、防災計画でも

なっています。そういう中で、10月に防災監が採用されると。そして、防災

監の下に、地域の代表者も含めて、様々な検討も進められると思いますが、

一つ避難所を開設しないほうがいいんですけども、開設をするようになった
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ときに、運営委員会を作ります。そのときに、誰が一番、すみません。運営

協議会の代表は、どのような立場の人がなるのか、予定はされているでしょ

うか。 

議      長   総務防災課長。 

総 務 防 災 課 長   運営協議会は、地域防災計画なのですが、避難者、避難所担当職員、これ

は町職員です。あと、学校であれば、校長先生、あと自主防災組織等から、

運営協議会を立ち上げて、日々の生活、みんなでどうやって生活していくか

というものを決めていただくのですが。今のところ、山北町は、もちろん、

これ、まだ経験したことないのですが、やはり、自主防災会のほうの長が中

心になって動くというのも、今までの事例ではありますので、まずは、そち

らのほうが動いていただくのがスムーズなのかなと。ただ、これは、あくま

でも協議会を立ち上げたとき、例えば、しばらくは町職員が数日は面倒を見

てくれると、責任をもって。ということにもなるかもしれません。まずは、

協議会立ち上げて、その場その場の自治会によっても違うと思いますので、

その中で決めていくことだと思いますので、今この場で、じゃあ誰がとは、

ちょっと答えづらいと思いますので。その辺で御了承いただきたいと思いま

す。 

議      長   清水明議員。 

８ 番 清  水   本当に、その場にならないとということですが、やはり事前の計画が必要

だろうと。そういう中では、自治会ということがありました。そういうこと

とかも含めて、町、自治会とで協議を進める必要があると思いますので、ぜ

ひ、その辺については御検討をよろしくお願いをいたします。 

続きまして、２点目の昨年の台風 19号のところですが、特に、ここに来て、

間仕切りが必要になると。今までは、プライバシーの関係で間仕切り等をや

っていましたが、今回はコロナを防ぐということで、間仕切りが必要だとい

うことで。段ボールで作られた間仕切りということでお聞きをしました。 

県のほうでも、朝日新聞５月 12日の情報では、市町村に貸し出せる体制を

整えたということでありますが、この辺については、現在どのくらい用意が

されているのか、また県からそういったものを借りる予定があるのか、お願

いをいたします。 
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議      長   総務防災課長。 

総 務 防 災 課 長   間仕切りがどのくらい備蓄しているかということなのですが、これも、こ

の防災計画に記載させていただいているのですが、ちょっとお答えさせてい

ただきます。 

まず、段ボールタイプとテントタイプとありまして、町では。段ボールタ

イプの６畳ユニット、これ、大体３人用になるのですが、これが 40セット。

１畳ボード一人用です。これが 89セット。テントタイプの４人用が 88セッ

ト。テントタイプの２人用が 199セット。これは、町のほうで備蓄しており

ます。 

先ほど、神奈川県のほうの話なのですが、実際には、神奈川県からこうい

うものを支給はされておりませんが、先日、段ボールで作る６畳ぐらいのや

つですか。ちょっとこれを使ってみてくださいということで、県のほうから

１セット今頂きましたので、それも今後必要があれば、組み立てて使い勝手

がよければ、そういうものを県のほうにも、引き続き、もっと数を増やして

くださいということでお願いはしたいと考えております。 

議      長   清水明議員。 

８ 番 清  水   知らないこととは言いながら、かなりの数が用意されているということで

安心をいたしました。あと、それから、お答えにありましたように、意外と

全然関係ない地域の人間は情報を仕入れることができる。でも、肝心の被災

者は、なかなか情報が得られないということで、ここにありますように、テ

レビの設置、それから、あと携帯電話の充電、もうこれは、やはり、ぜひ今

必要なものだということで、できれば数を増やしていただきたいというふう

に思っております。 

続いて、３点目ですが、先ほど、学校についても開設をするというお答え

を頂きました。ただ、学校の場合には生涯学習センターと違って、開くにし

ても様々な条件というか、使っていい部屋、そうじゃないところ等の、これ

は事前に打合せをしておかないと。特に地震の場合には期間が延びます。そ

うすると、子どもたちの学びの場所を奪ってしまうことにもなりかねないと

いうことで、そこについては、前にお聞きしたときには、学校との打合せは

済んでいるということですが、具体的なことについて、そのような打合せが
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できているのでしょうか。 

議      長   教育長。 

教 育 長   学校が避難所になったときの避難所対応ということでございますけども、

学校と教育委員会が避難所の直接的な運営については、教育委員会が関わり

ますので、学校と、その辺のところを話合いをしまして、第一次開放、第二

次開放、第三次開放という形で、３つにこのような形で色分けをして、きち

っと、例えば、こっちのほう、職員室ですとか、保健室だとか、いろいろな

器具が入っている等、状況によって、本部を設置しなければいけないとか。

コミュニティの、地域との場所を設置しなければいけないとか、いろいろな

制約がありますので。そこのところは使ってはならないというような形の中

で、一次開放、二次開放、三次開放という形で色分けして、担当者だけが知

っているわけじゃなくて、来たときに、すぐにパッと地域の方も、これを見

れば、すぐに分かるよう色分けをして、そういう形で開放の順番を明記して

いるという形で、学校とは、調整がもう済んでございます。 

ですから、台風のときも、これまでは避難所を開設していませんでした、

学校については。これから、学校を開放するということで。ただ、学校を開

放するかもしれないということで、校長には、常に連絡を取ってございまし

た。今度についてはもう開設するということの方針が、町としても方針が定

まっていますので、管理職は台風等があったときは駆けつけると。学校に待

機するということで確認のほうできていますし、地震等があったとき、一次

参集、二次参集、三次参集と、学校の職員全員が一次のときには校長、教頭。

二次のときには、総括教諭以上というような形で、きちきちっと、その辺の

ところを明記されてございますので、そういった中で、学校の避難所運営に

ついては、対応のほうをしていきたいというふうに考えてございます。 

議      長    清水明議員 

８ 番 清  水    一次、二次、三次というふうにしっかりと計画ができているということ

で安心をいたしましたが、地域のほうにも、やっぱり、これが開くというこ

とになれば、そういった情報をぜひ下ろしていただきたいということです。 

それから、災害防止の計画の中の 17ページになると思いますが、町防災予

防計画の中で、災害が起きたときに、それの対策ということで利用できる空
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き地を確保しておくということで、これが書かれています。例えば、緊急の

ヘリポート、それから、あと、よくテレビ等でも見ましたが、特に、水害の

場合には、その後、水に浸かっちゃった家財道具等を集める場所等が非常に

必要になってくるということで。ヘリポート、それからが礫の集積地につい

ては、計画されているでしょうか。 

議      長   総務防災課長。 

総 務 防 災 課 長   お答えいたします。 

ヘリポートにつきましては、計画で９か所、町のほうで指定しております。

川村小学校グラウンド、山北中学校グラウンド、山北高校グラウンド、旧清

水中学校グラウンド、旧三保中学校グラウンド、山北スポーツ広場、中川ス

ポーツ場、共和のもりセンター、県立つぶらの公園駐車場、９か所がヘリポ

ートとなっております。 

ただ、この 17ページにあるとおり、また、ほかにはないかということで、

地域に一度投げかけさせていただいたことがあります。地域というのは、共

和、清水、三保です。３地区につきましては孤立する可能性があるからとい

うことで、そのときに、地域に投げかけたら、ヘリポートが 16か所空き地で

す、上がってきました。ただ、ちょっと斜めのところもありますので、これ

については、町と自衛隊のほうで、当時、現地調査をしまして、自衛隊が、

そのとき、ヘリが降りれるのは、三保地区が２か所、清水地区が２か所。ち

ょっと共和は降りれないということだったのですが、清水と、先ほど私が言

った９か所以外に清水が２か所、三保で２か所新たに自衛隊のヘリコプター

が降りれるということは、今確認は取れております。 

議      長   環境課長。 

環 境 課 長   災害ごみの関係でございますけれども、現在、県の指導の下に、災害ごみ

処理計画のほうの策定準備を進めてございます。上地区では、まだ、策定が

されていないということで、県のほうでも災害ごみの処理計画について、ど

ういうような観点で、ごみを処理していくのかというようなことも、県のほ

うの指導の下に、今意見交換をさせていただきながら作る準備をさせていた

だいてございます。 

当然、山北町で、災害ごみ出た場合に保管場所というのが、町有地での対
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応というだけでは、当然足りなくなるということが想定されてございますの

で、今考えてございますのは、民間のそういった土地等を所有者のほうと話

をさせていただきながら確保していきたいというような考えで進めていると

ころでございます。 

議      長   清水明議員。 

８ 番 清  水   では、最後の質問で行いましたが、ペット連れの避難ということで、これ

は、今策定中だということですが、究極的には、ペットを避難の対象とする

のか、そこが一番の問題だろうと思います。ペットを飼っている人は、ペッ

トも家族だというふうに言われます。また、この回答にもあるように、犬嫌

いな人、猫嫌いな人等もいまして、とても強制はできないという声もありま

す。 

ということで、町としては、ペットは避難する対象だと考えるのか。 

議      長   総務防災課長。 

総 務 防 災 課 長   まさに、議員さんも今言われるとおり、回答にもあったのですが、ちょっ

と、動物は嫌よという方も非常にいます。ですから、じゃあ避難の対象かと

いうことなのですが、今環境省、国の話なのですが、出しているのが、ペッ

トを避難させるということは、イコール飼い主の心のケアになるのだという

ことで、それからしますと、やはりペットの同行避難も、これからは認めて

いかなければいけないと思います。 

ただ、なかなか、これ施設的にも十分な部分もないのですが、なるべく受

けられるような部分は受けていこうと思っております。 

議      長   教育長。 

教 育 長   総務防災課と、それから教育委員会と、その辺のところ、連絡を密にして、

ペットについては基本的には受け入れると。これは、町の姿勢がございます。

ですから、どこの場所で受け入れられるかということをどの施設でも受け入

れるというのは、これは不可能だというふうに、今考えてございます。 

そういった中で、やはり一番可能性があるのが、学校ではないかというこ

とで、川村小学校や山北中学校の中で、今ペットを受け入れる場所というこ

とで、校長と詰めていまして、一、二のもう候補が上がっていまして、この

ところだったらいいだろうということで、今進めているところでございます
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ので、基本的にはもう受け入れるということ。いう中で、ただ、どんなペッ

トでも受け入れるかというと、これは、なかなか難しい問題がございますの

で、その辺のルールづくりを総務防災課のほうで進めているということで。 

場所については、どこの場所でなくて、ある程度、避難所を指定した中で、

ここだったら受け入れますよと。その際のルールづくりは、総務防災課のほ

うで、今検討をしていると。検討というか、ルールづくりを作っているとい

うことでございますので、そのところで、対応のほうをしていきたいという

ふうに考えてございます。 

議      長   清水明議員。 

８ 番 清  水   学校ということでしたが、ちょっと厳しいのではないのかなという思いが

あります。 

それで、もう最後の質問ということですが、今町のほうとしては、ペット

は避難の対象となるということで、町長よろしいですね。それを聞いて、我

が家には、かわいい犬ちゃんが１匹いまして、今までは受け入れてくれなけ

れば、自分一人が壊れかけた家に残っていなくちゃいけないのかと思いまし

たが、避難の対象だということで、はっきりとお答えいただきましたので、

できれば、台風シーズンの前に作っていただければと思いますが、どうでし

ょうか。 

議      長   教育長。 

教 育 長   受け入れる基本は同じなのですけども、家でいわゆるペットを大事にして

生活している、そういうふうな環境のすばらしいところをイメージされてし

まいますと、なかなか難しいところがあるというふうに思います。その辺の

ところは、やっぱり不便をかけざるを得ない部分もありますけども。ただ、

ペットを受け入れるという姿勢の中で対応のほうをしていきたいというふ

うに考えてございます。 

議      長   総務防災課長。 

総 務 防 災 課 長   ペットいろいろあると思います。議員さんは犬を飼っておられるというこ

となのですが、今、町のほうでルールづくりをしているのは、イヌとネコに

限らせていただきたいと思うので、ヘビとか、そういうものは無理で。今、

イヌとネコのルールづくりということで、ルールづくりのほうを進めており
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ますので、こちらのほう、御了承いただきたいと思います。 

議      長   清水明議員。 

８ 番 清  水   山北町は住む人にとって優しい町であるということは、常々優しい町であ

るということは町長もおっしゃっています。私も、その考えには非常に大賛

成です。ただ、イヌは入っているということで、これ安心なのですけども。

ただ、ウサギとか、いろいろいますので、できるだけ優しい町になるように

計画づくり御配慮いただきたいと、それをお願いをして、質問を終わります。 

議      長   ここで、暫時休憩をしたいと思います。再開は13時、午後１時といたしま

す。                         （午前11時44分） 

議      長   休憩前に引き続き、会議を開きます。        （午後１時 00分） 

通告順位５番、議席番号１番、瀬戸恵津子議員。 

１ 番 瀬  戸   皆さん、こんにちは。 

受付番号第５番、瀬戸恵津子でございます。 

私は、「新たな避難所対策を」ということで質問させていただきます。新

型コロナウイルスは、私たちの生活を一変させている。健康被害の拡大や地

域医療の崩壊を食い止めるために外出自粛し、密集、密閉、密接を避け、人

と人との距離を取るための生活を変え、取り組んでいる。 

この状況の下、大型台風が襲来したときには、従来の避難所運営では、避

難者や避難所運営職員の命が守れなくなる懸念がある。そのため、早急に避

難所の感染症対策を準備しておく必要がある。 

そこで質問します。 

１、避難者個人の持ち物となるマスク等衛生用品は、備蓄品としても備え

るべきだが、職員や支援する方のための防災ガウン、手袋、キャップ等は使

い捨てのため、かなりの数量が備蓄されなければならない。また、間仕切り

等の段ボールもかなり必要となるが、現状と今後について伺う。 

２、社会的距離を取るため、多くの場所が必要となる。学校関係も体育館

のみでは間隔が取れない。施設管理者との調整は進められているか。 

３、妊婦、乳幼児、障がい者、高齢者、介助の必要な方等、一般避難所に

入りにくい方のために、町独自の福祉施設の準備は重要なことだが、考え方

は。 
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４、避難所が増えると運営に関わる人の配置も従来とは変わってくる。自

主防災組織の方以外に運営を指導、支援する職員や地域のボランティアを組

織し、難しい時期ではあるが、机上訓練等をビデオ電話等通信機器により、

計画すべきと考えるがどうか。 

５、災害ボランティアセンターの開設は想定されているか。被災が予測さ

れる状況時に開設するが、新型コロナウイルス感染拡大により、各地で活動

をしていたボランティアが地域に入れない状況と聞く。他地域からの流入が

自粛されている今こそ町民の協力が必要と考える。回覧板、ホームページ等

で啓発できないか。令和元年度に講座はあったが、組織化への道筋はつけら

れているか。 

以上でございます。 

議      長   答弁願います。 

町長。 

町      長   それでは、瀬戸恵津子議員から「新たな避難所対策を」についての御質問

を頂きました。 

初めに、１点目の御質問の「避難者個人の持ち物となるマスク等衛生用品

は、備蓄品としても備えるべきだが、職員や支援する方のための防災ガウン、

手袋、キャップ等は使い捨てのため、かなりの数量が備蓄されなければなら

ない。また、間仕切り等の段ボールもかなり必要となるが、現状と今後につ

いて伺う」についてでありますが、町では、避難所における感染対策として、

家族向けや少人数用の避難所用間仕切りなどを備蓄しております。新たな衛

生対策として、避難所で使用する消毒液や健康管理対策として体温計、避難

所運営職員の感染対策として、ガウンやフェイスシールド等の購入を進めて

おります。マスクなどの衛生用品は、先ほど和田成功議員の質問で答弁した

とおり、政府が進める新しい生活様式に移行していくため、避難する際に持

参する非常持ち出し品に、マスクやウェットティッシュなども加えてもらう

よう周知、啓発を図ってまいります。 

次に、２点目の御質問の「社会的距離を取るため、多くの場所が必要とな

る。学校関係も体育館のみでは間隔が取れない。施設管理者との調整は進め

られているか」についてでありますが、町では、避難所における新型コロナ
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ウイルス感染症への対応については、国から通知による技術的助言に基づき

徹底した感染予防対策を講じてまいります。 

国からの通知には発生した災害や被災者の状況等によって、避難所の収容

人数を考慮し、あらかじめ指定した指定避難場所以外の避難所を開設するな

ど、通常の災害発生時よりも可能な限り多くの避難所の開設を図るなどの対

策が明記されているため、現在町が避難所として開設している学校施設につ

いては、体育館に加え教室も開放することで施設管理者と調整を進めており

ます。 

また、避難所スペースの確保については、先ほど、和田成功議員の質問で

答弁したとおり、あらかじめ指定した避難所以外にも、児童館などの公共施

設、集会所等の地域施設を避難所として開設することなども検討するととも

に、町民の感染リスクを減らす対策として、自宅の安全性が確保、確認され、

居住が可能である場合には在宅避難、そうでない場合には、親戚や友人宅へ

避難する分散避難について、町ホームページ等を通じて啓発してまいります。 

次に、３点目の御質問の「妊婦、乳幼児、障がい者、高齢者、介護の必要

な方等、一般避難所に入りにくい方のために、町独自の福祉避難所の準備は

重要なことだが、考え方は」についてでありますが、福祉避難所は、避難生

活において、特別な配慮が必要とする人を対象とする避難所として、災害時

に、避難所や在宅での生活が著しく困難となった方を受け入れるものであり、

町では、福祉避難所として指定しておりませんが、町内の７つの介護施設と

の間において、締結した山北町災害時等における高齢者福祉施設との協定に

基づき、避難所での避難生活が困難と思われる方をこれらの施設で受け入れ

てもらえるよう調整してまいります。 

次に、４点目の御質問の「避難所が増えると運営に関わる人の配置も従来

とは変わってくる。自主防災組織の方以外に運営を指導支援する職員や地域

のボランティアを組織し、難しい時期だが机上訓練等をビデオ電話等通信機

器により計画すべきと考えるがどうか」についてでありますが、避難所運営

訓練については、先ほど、清水明議員の質問に答弁したとおり、今後採用を

予定している防災監の知識と経験を生かし、まずは自主防災会を対象とした

避難所運営訓練を進めてまいります。 
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次に、５点目の御質問の「災害ボランティアセンターの開設は想定されて

いるか。被災が予測される状況等に開設するが、新型コロナウイルス感染拡

大により各地で活動していたボランティアが地域に入れない状況と聞く。他

地域からの流入が自粛されている今こそ町民の協力が必要と考える。回覧板、

ホームページ等で啓発できないか。令和元年度に効果があったが、組織化へ

の道筋はつけられているか」についてでありますが、災害ボランティアセン

ターは、災害で甚大な被害が発生した際に、被災者、被災地支援のために応

急対策を円滑に遂行するとともに、災害発生時のボランティア活動を効率よ

く推進するためのものであり、被災地での住民ニーズの把握やボランティア

の受入れ等、ボランティアコーディネートの拠点となります。 

災害ボランティアセンターの開設は、山北町地域防災計画の中で、大規模

災害が発生した救援活動や広範囲、または長期に及ぶ場合において、「町、

町社会福祉協議会及び災害救援ボランティア団体等は、それぞれの実情に応

じて、発災後、速やかに緊密な協働・連携の下、災害ボランティアセンター

を設置する」と規定しておりますので、災害時には、この計画に沿って迅速

な対応をしてまいります。 

なお、新型コロナウイルス感染予防対策により、個人の行動の自粛が求め

られ、外部からのボランティアの受入れが困難となった場合には、町ホーム

ページなど、様々な方法によって、町民への協力を働きかけてまいります。 

また、御質問の組織化への道筋についてでありますが、令和元年度に、町

の社会福祉協議会が主催して、災害ボランティアセンターと災害時のボラン

ティア活動について、研修会を実施し、２日間で延べ30名以上の方が参加が

ありました。このように、災害ボランティアの組織化については、町社会福

祉協議会において、準備を進めているところであり、現在12名の町民の方が

登録しているとのことです。今後の大規模災害時には、登録者や研修会参加

者などに協力願うなど、円滑な災害ボランティアセンターの設置・運営につ

なげてまいります。 

議      長   瀬戸恵津子議員。 

１ 番 瀬  戸   午前中、２人の方が質問されまして、大体町の考えがよく分かりましたの

で、ちょっと、私が聞いておきたいなということについて、まず伺わせてい
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ただきます。 

１番の備蓄品のことでございますが、職員の安全対策として備品を進めて

いるという、これは購入して進めて。例えば、間仕切りなんかは大変たくさ

んあるということに安心いたしました。それで、職員の安全を守ったり、支

援する方の安全を守るためにも、ぜひ必要なものがあるのではないかという

ことで質問しましたが、全部そろっているというような、これから、そろえ

るのでしょうか。購入を進めてまいりますと書いてございます。 

このときに、国のプッシュ型支援というのがあるのですが、それも、いろ

んな間仕切りとか、足りないときには貸してくれるという、そういうような、

もちろん道筋をつけていらっしゃると思うのですが、そのことについて、ど

んな国にお願いする時期というか、そういうものはどういうふうに考えてい

らっしゃるのでしょうか。必要になる時期というのでしょうか。 

議      長   総務防災課長。 

総 務 防 災 課 長   まず、備蓄品でございますが、新たに必要という国が示しているのが、マ

スク、フェイスシールド、アルコールの消毒液、あとハンドソープ、次亜

塩素酸溶液、体温計、使い捨て手袋、こういうものです。そういうものを

新たに用意しなさいということで言われていまして、今購入を進めている

のですが、例えば使い捨て手袋、ちょっと、これ品薄で、まだ入ってこな

いような状況で、注文はしておりますので、こういうものは入り次第、ど

んどん購入して用意をしていくように考えております。ほかのものについ

ても、なるべく量を余計に確保できるように進めております。国の支援と

いわれるのは、臨時交付金の関係だと思うのですが、もう一度いいですか。

すみません。 

議      長   瀬戸恵津子議員。 

１ 番 瀬  戸   物資が足りないときには、国のほうからプッシュ型支援として、こういう

備蓄品が来るということなのですが、そういうことも、ちゃんと視野に入れ

ていらっしゃるのですよねということを確認取りました。 

議      長   総務防災課長。 

総 務 防 災 課 長   すみません、適切にお答えできなくて。 

国の方針が、まずありまして、昨日、神奈川県知事もコロナの関係で避難
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所対策については、まずは神奈川県も国の方針をもって進めるということを

記者会見で発表しておりますので、県を通じて、山北が被災した、県西部が

被災したときには、県を通じて、国のほうにもちろん支援を要請していきま

す。 

議      長   瀬戸恵津子議員。 

１ 番 瀬  戸   瀬戸でございます。 

今の１番とかについては、和田議員の御回答で十分です。清水議員も質問

していらっしゃいましたので、十分でございますので、承知いたしました。 

それでは、２点目に伺います。学校関係者は、ちゃんと調整ができている

と、１号、２号、３号となっているということで、これについても準備は万

端に整っていると安心いたしました。 

ただ、地域指定避難所以外の施設を開設するとき、地域ですね。そのこと

について、ちょっとお伺いしたいと思います。地域の施設を開放していいの

だということですが、そこに対する備蓄の関係の話がまだちゃんとまとまっ

ているのかなということ。地域との間で町とまとまっているかなということ

を伺います。例えば、食料のこととか、まだ話が棚上げになっていたんじゃ

ないかと思います。 

議      長   町長。 

町      長   地域からは、いろいろな避難所等にも変わりはありませんけども、集会所

であるとか、そういったところに備蓄品が欲しいというのは、毎回、いろい

ろな地域要望の中というのですか、そういったような中で出てきますけども、

基本的には、どうしてもそこへ持っていくことが非常に困難な場所、例えば

共和であるとか、三保であるとか、そういったところは、当然そういう可能

性はあると思うのですけども。町内のところでしたら、やはり、備蓄しちゃ

いますと、どうしても消耗品とか、そういったものが、どういうふうになっ

て、管理が非常に難しいというふうに思いますので、必要なものは、もちろ

ん備蓄しなきゃいけないのですけども、基本的なそういった食料品であると

か、そういったものは、できるだけ本庁舎の下のあたりに備蓄して、そして、

そういうような入替えとか、そういったものができるようにしたいというふ

うには思っておりますので。必ずしも、自分の近くに全てのものがあるとい
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うことは、なかなか管理上難しいのではないかと。 

また、今、特に食品なんかについては、どんどん進化しておりますので、

できるだけ早い段階で入替えをして、そんなに何年も持っているということ

よりも、数年で、どんどんどんどん入替えをできたほうがよろしいんじゃな

いかというふうに思っておりますので、その辺も、地域と調整しながら理解

をしていただけたらというふうに思っております。 

議      長   瀬戸恵津子議員。 

１ 番 瀬  戸   理解していただけたらという、そういうような了解は取れていないという

ことですね。いつも、町長と語る会とか、そういうときに、そういう要望が

出たりしておりますので、やはり、そういうことは、賞味期限は長いものが

ございますし、長くないほうがいいとおっしゃれば、それはそれなのですけ

ど。でも、長いものもたくさんあるので、そんなに大丈夫なのではないかな

ということを皆さんおっしゃっているわけなのですが、それに対して、まだ、

そうは決められないということで確認ですが、よろしいでしょうか。 

議      長   町長。 

町      長   地域の座談会とか何かのときには、やはり地域要望として、自分のところ

にも置いてほしいという要望は非常に多く受けております。それに対して、

私どもは、今先ほど申し上げたようなことを申し上げているのですけども、

なかなか、それで理解を得たというようなところにはまだ行っておりません

ので。 

実際に、例えば、本当に近くても橋が壊れたら行けないじゃないかとか、

いろいろなケース・バイ・ケースを言われますので、そういったようなこと

も含めまして、できるだけ実際に地震とか何かあった場合に、どういうよう

な被災が起こるか分かりませんので、そういったところに、緊急用で特に食

料品ですか、そういった備蓄のものを置いておくというのは、果たしてどう

なのだろうというところが、まだ、私のほうも考え方はそういうことですけ

ども、おっしゃるように、まだ地域の方から完全に理解をしていただいてい

るというわけではございません。 

議      長   瀬戸恵津子議員。 

１ 番 瀬  戸   瀬戸でございます。 
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そうしますと、個人で避難するのには自助・公助・自助で、食料のほかに、

また、さらに消毒液とか、いろいろマスクとか、自分では持たなきゃいけな

いということで、実際問題として、役場の方、とても親切で、19号台風のと

きは、食料を持とうと思って、おにぎり握っていたら、それでは、もう間に

合わないと。お迎えが来てしまったと。それで、食料を持たないで行ってし

まったけど、ちゃんと対応していただけたよということもございますので、

町民が不安にならないようなアナウンスをしていただきたいと思います。 

議      長   町長。 

町      長   時間があるときには、当然、台風とか何かが準備できるときには、そうい

ったような避難所には、最低限のものを届けるということはできると思いま

すけど、急な発災、特に地震等の場合には、当然そういったことができない

というふうに思っています。 

また、実際、この間の台風19号のときに感じましたけども、仮にカップヌ

ードルを置いておいても、お湯がなければ食べれないということで、結局、

そういったものを含めて、準備ができないと、なかなか、そこにただ置いて

あるだけでは難しいというところがございますので。一つ、例えばこういう

のがいいよということになると、また、それをやるための備品を備えなけれ

ばならないということで、できるだけ、もちろん、指定された避難所は、備

蓄品というのは当然考えなければいけませんけど、それ以外のところについ

ては、できるだけ町のほうから届けられるものは届けたいというふうに考え

ています。 

議      長   瀬戸恵津子議員。 

１ 番 瀬  戸   承知しました。 

それでは、次の３に移りたいと思います。３番目の福祉避難所のことです。

アフターコロナによって、今まで結構混んでいるところでも大丈夫だったの

かなというところが、社会的間隔、ソーシャルディスタンス等のために、間

を取らなければいけないということで。福祉避難所におきましても、ハザー

ドマップにございます要援護者施設というところが該当するという考え方で

よろしいでしょうか。 

議      長   総務防災課長。 
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総 務 防 災 課 長   答弁にもあるとおり、町としては、特にそういう施設、公共の施設持って

おりませんので、そういう民間の施設、そういうものをお借りするという

ようなことで考えております。 

議      長   瀬戸恵津子議員。 

１ 番 瀬  戸   それと、今度、やはり、多分全部見直されるのだと思いますが、令和２年

に避難所においても、危険な場所とかというのが随分たくさん増えてくると

いうことで。もちろん、要支援者施設もそうだと思うのですが、変わってく

ると思うのですが、それは見直しを図って、今この状況ではできないと思い

ますが、２年度中にやり直してくださるということでよろしいでしょうか。 

議      長   総務防災課長。 

総 務 防 災 課 長   議員が今おっしゃるとおり、ハザードマップ、令和２年度中に県が示した

もので、町としても、今作成を計画しているところなのですが、その段階

で危険な施設、本当に危険な場所にあるかどうかというのは、もう一度見

直して、ハザードマップのほうは作成を考えております。 

議      長   瀬戸恵津子議員。 

１ 番 瀬  戸   そうしますと、これを見ただけでは、とても受け入れてもらえそうもない

施設がいっぱいございますし、岸幼稚園なんかも入ってございます。これも

全部見直しということで、例えば休園している施設なんかも、今度コロナウ

イルスによって、感染症のこともあるので、ほこりっぽいところとか、使え

なくなると思うのです。ですから、しっかりこれで確認を取って、削除する

ものは削除していただきたいと思いますが。 

議      長   総務防災課長。 

総 務 防 災 課 長   その辺は、しっかり見直しのほうはしていきたいと思います。ただ、どう

しても必要ということであれば、今言った、多少掃除が必要だとかあるか

もしれませんが、そういうものは残していくようになると思います。 

議      長   瀬戸恵津子議員。 

１ 番 瀬  戸   それでは、町独自として、健康福祉センターは使えないのでしょうか。な

ぜ使えないのでしょうか。 

議      長   総務防災課長。 

総 務 防 災 課 長   これからは、もちろん、そこは使っていくようになるんじゃないかと考え
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ております。指定になっていないということですよね。先ほど、答弁でも

あったとおり、いろいろな施設というところに、もちろん、健康福祉セン

ターも入っております。 

議      長   瀬戸恵津子議員。 

１ 番 瀬  戸   じゃあ、健康福祉センターを町独自の福祉センターに、福祉避難所にすれ

ばいいのではないかと考えますが、そうはいかないのでしょうか。 

議      長   総務防災課長。 

総 務 防 災 課 長   これからは、先ほど言ったとおりです。距離をもたないといけないので、

例えば、この間みたいに 200人、生涯学習センターに来られたら、どちら

かに、やはり行ってもらわなければいけません。そうしますと、現実的に

は、健康福祉センターというのが最初に出てくることだと思います。です

から、まだ、健康福祉センターは一般的な福祉の専用の施設ではなくて、

一般的な避難所として考えております。 

議      長   瀬戸恵津子議員。 

１ 番 瀬  戸   それでは、要援護者施設等ございます。例えば、先ほど、どなたかの答弁

のときにあったかと思うのですが、独居老人、また要援護者に登録している

方、そのほかに在宅の方いらっしゃいますね。そういう方が、例えば要援護

者登録されている方は、ちゃんと誰が誰につながるというのは分かっている

と思うのですけれども。特に在宅の人で、そんなにデイサービスにちょこち

ょこ行くぐらいの方で、家族がいる方なんかは、どうしてもシステムに漏れ

そうな感じがするのですが、そういう、私はどうしたらいいのだろうとか、

そういう方の家族があっても、そういう方もいると思うのです。そういうこ

とで相談センターとか、相談窓口については、改めて、今度設置するお考え

はございませんでしょうか。 

議      長   福祉課長。 

福 祉 課 長   今後、そのような相談事があるようでしたら、随時そういうのは受けてい

きたいと思います。 

議      長   瀬戸恵津子議員。 

１ 番 瀬  戸   瀬戸でございます。 

相談を受け付けますよという、その程度のものではなく、ちゃんと、きち
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んとした、どなたか電話、ちゃんと取ってくれるという相談センターみたい

なものについては、設置するお考えはございませんでしょうか。町長、伺い

ます。 

議      長   町長。 

町      長   地域地域のいろいろな特性もございますから、臨機応変に対応をしたいと

いうふうに思っておりますので、どういうような災害、あるいは、どういう

ような避難、様々なケース・バイ・ケースがあると思いますので、それに対

応してやっていきたいというふうに思っております。 

議      長   瀬戸恵津子議員。 

１ 番 瀬  戸   分かりました。しかし、コロナは、まだ終息したわけではございませんし、

山北町ゼロ人とはいっても、第２波、第３波のことがございますので、でき

るだけ迅速に相談窓口もありますよということをきちっと、ホームページで

は、かなりいろいろなアナウンスがございますけれども。それを見ない方た

ちのためにも、ぜひペーパーでもよろしくお願いしたいと思うのですが、い

かがでしょうか。 

議      長   副町長。 

副 町 長   いろんな町の対応の情報はホームページ等で、またやっていますけれども、

出してはいますけれども。今おっしゃるように、ペーパー、紙の中でこうなん

だよということも、今後必要に応じて、広報していかなければいけないという

ふうに考えています。 

議      長   瀬戸恵津子議員。 

１ 番 瀬  戸   ぜひお願いをしたいと思います。ともすれば、ホームページばかりになっ

てしまうと、本当にホームページは分かりやすくてよろしいのですけども。

40％ぐらいの高齢化率ですと、そんなに見る方がいるのかなという不安感を

覚えますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、皆さんがほとんどよく質問してくださいましたけれども、次に

４番に移りたいと思います。今避難所が増えるということと、場所を取らな

きゃいけないということで、多くの人材が必要となると思うのですが、前か

ら、避難所運営訓練をということをお願いしてございますが、やっぱり、自

分が体験してみて初めて分かることであって、講習に行っても、「あなたは



63 

自分でどんな防災対策していますか」と言われたときに、そんなにできてい

ない方が多いというのをよく耳にいたします。 

それで、一人でも多くの方がこういう机上訓練とか、クロスロードで、瞬

時に判断するというようなことをやると、とてもいいことって、そういうこ

とを体験していかないと、やっぱり住民に自助と言っても通じませんが、入

っていかないだろうし、共助ということであるならば、行政と、そして地域

の自主防災リーダー、そして、こういう、ここにもございますが、研修など

に参加される方、こういうものを一つにしてぜひ組織化するべきではないか

なというようなことも含めて、４番、５番についてですが伺います。そうい

うことは、順調に早々にしなければいけないと思うのですが、町民への働き

かけはどうなっているのか伺います。 

議      長   町長。 

町      長   とにかく、新型コロナウイルスについては、様々な避難所について、ある

いは、ボランティアの方にもどのように協力していただくかというのは、非

常に難しい問題だというふうに思っております。 

今、私のほうで考えておりますのは、ＰＣＲ検査、今合庁のほうでやって

おりますけども、あそこのところで、完全に接触する人については、ガウン

から手袋からフェイスシールドまで全てやった中で対応しております。それ

以外の方、要するに接触しないで誘導するだけの方については、マスクのみ

で、そして対応しているという状態がございます。 

ですから、そういった意味では、非常に、これから台風をもし想定すれば、

事前に来ることが分かりますので、当然、自分の体調であるとか、体温であ

るとか、そういったものを事前に知らせていただいて、それから避難の区分

けをするような、そんなようなことも必要ではないかというふうに思ってお

りますけども。一番目に見えるものについては、避難所の外にテントか、何

かを張って、そこで仕分をしないと、多分駄目だろうと。新型コロナについ

ては。ですから、そういったところが実際に目で見たときに、まず違うので

はないかなというふうに考えております。 

ですから、ボランティアについても、あるいは図上訓練とか、あるいは、

そういった研修についても、非常に難しいというのですか、どこの部署に自
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分が行くかによって、全然違うということになりますので、恐らくボランテ

ィアの方にはそういったような接触しないところをやっていただくよりしょ

うがないのだろうというふうに思っておりますので、そうなりますと、そう

いったような関係を指導できるというか、図上訓練をするとか、そういった

ようなことは必要かと思いますけども。 

いずれにしても、対応する人数、あるいは職員を含めてボランティアの数

も、かなり必要だというふうに思っておりますので、そういったことについ

ては、今、私の中にあるのは、やはりＰＣＲ検査のスタイルを持ち込むしか

ないのではないかなというふうに思っております。 

議      長   瀬戸恵津子議員。 

１ 番 瀬  戸   瀬戸でございます。 

それでは、ずっと最初からの避難所のことから考えますと、避難所に避難

してきました。さあ、みんな来ました。そして、今度は、電子体温計がある

でしょうか、山北には。そして、仕分して、そうしたときに熱があった人は

別の口から入る。また、こちらに人がいる。先ほどの御答弁の中で、例えば

学校とか、そういう施設の中でも病室ではないけど、ある部屋を設けて、ま

だコロナかどうか分かりませんから。悪い人はそちらに入れると。そして、

その先は、県にもお世話になって、ＰＣＲになるのでしょうけれども。ＰＣ

Ｒ検査はよくないことですけど、でも、そこまで考えておかないといけない

ということで。今回も、医師会の方がやってくださったということで、とて

も心強く思いましたが、そういうＰＣＲ検査なんかのとき、もしも、山北に

大量ということではないですけど、山北に発生した病気の方が、コロナの方

が現れたという、そういうときに濃厚接触者とか、接触の方にＰＣＲ検査を

受けてもらわないといけないということを、きちっと今北九州市でやってい

るように、徹底的に、そして隔離して治していくという方法を取る。当然、

取ってくださると思うのですが、その準備はできていますでしょうか。 

議      長   町長。 

町      長   検査はしませんけど、結局、複数の人が来てしまうと。そうすると、対応

する職員とか、ボランティアの人たちについては、感染リスクが非常に高く

なるということだと思いますので。それに対する、要するに自衛手段という
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か、防衛手段をちゃんとした人と、それから接触をしないのを条件に手伝っ

ていただく人というのを分けた中で、そして、そういったような可能性があ

る人については、そういうようなところへ避難していただくというふうなこ

とを振り分けなきゃいけないというふうに思っておりますので、そういった

ような中では、非常に、我々も何を参考にしていいかということになると、

今あるのは、ちょっと私のほうなんかではＰＣＲ検査の事例しか、実際に見

ておりませんので、その中でのいろいろな事例がありますので、そういった

ものを参考にするしかないのではないかなというふうに思っております。 

議      長   瀬戸恵津子議員。 

１ 番 瀬  戸   瀬戸でございます。 

避難所がイコールグレーな状況になるのを避けるためにということで、い

ろいろ国も指導してきているわけですが。とにかく３密を避けて、飛沫を避

けて、手指の消毒ということで、町民の方にも協力していただいて、コロナ

を乗り切っていかねばならないと思うのですが。今までの考え方とアフター

コロナの考え方とは変わっていくと思いますので、そこのところは、防災ボ

ランティアに関しても、外から来れなくなった場合は、自前でボランティア

はニーズがなければ立ち上げることは必要ないと言われますが、確かに、そ

こまでも、やはり考えておかねば、町民と職員たちの安全・安心を守れない

と思うのですが、いかがでしょうか。 

議      長   町長。 

町      長   やはり、瀬戸議員がおっしゃるように、我々としてもコロナについては、

山北町では感染者は出ておりませんけども、他町村の事例を見ますと、クラ

スターが一番怖いと。クラスターがなぜ起こるかということについては、受

ける側の、御本人は自分が感染者だと分からないで来てしまっているという。

あるいは病院へ行ったり、そういうことをしているわけですけども、受ける

ほうが何人もの方をやりますので、その方から、今度は次の方に移ってしま

うというようなことであろうというふうに思っておりますので。そういった

意味では、非常に難しいというか、いろいろ事例を見ながら、クラスターが

起こらないように、どういうふうに防いだらいいのかということをやらなけ

ればいけないということで、一つは入り口、まず、先ほど言った入り口。そ
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れから、今度は区分けした中でも共通のところがございますよね。そこの中

で、ずっといられるわけじゃなくて、例えばトイレに行くにしても、何にし

ても共通のところがございますから、そういった部分をどういうふうにクラ

スターを防ぐかとか、そういったような課題があるのではないかと思います

ので、それについては消毒を徹底するとか、そういったようなことも必要で

あろうというふうに思いますので、恐らく、避難所については、相当注意を

しないとクラスターは起こる可能性はあるというふうに認識していますので、

そういった意味では、非常に経験しておりませんけども、そういったことも

頭に入れながら避難所運営をしていきたいというふうに思っております。 

議      長   瀬戸恵津子議員。 

１ 番 瀬  戸   １点だけ。今おっしゃいましたように、消毒用ということで、備品の話に

戻りますが、個人用の肩掛けの消毒液というのをみんなそろえなければ、一々、

一々手でというのはいけないということですので、それも備品の中にござい

ますでしょうか。 

議      長   総務防災課長。 

総 務 防 災 課 長   正式に、国のほうから示されているのは、そこまで細かいことは示されて

おりませんので、やはり消毒液、手首を、手指を洗う、そういう消毒液は

必ず用意しておくということで。入れ物までは、指定はされておりません。 

議      長   瀬戸恵津子議員。 

１ 番 瀬  戸   これは東日本大震災の、日本で一番最初にＩＣＡＴを作った先生がおっし

ゃっていました。これは、ぜひやってほしいというようなことを本で読んだ

のですが、肩掛けのもので、個人のボトルなんだそうです。ぜひ、そういう

ことも進めて、せっかくゼロで来ている山北町ですから、今後もしっかりと

安全を守っていっていただけるようにお願いいたします。 

議      長   町長。 

町      長   おっしゃるように、今までゼロで来ていますから、このまま、そういった

意味では、本当に消毒液とか、そういったものを有効に使って、ゼロで行き

たいというふうに思っておりますけども。皆さん、どれが一番有効かという

のは、次亜塩素酸なんかを使ったり、アルコールであるとか、様々なものを

使っておりますけれども。ずっと同じ状態でコロナがそのままでいてくれれ
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ば、まだいいと思うのですけども。第２波とか、何かが非常に強くなったり、

いろいろなってきますと、また、そういったような対応が少し変わってくる

のではないかというふうに思っておりますので。 

いずれにしても、様々な情報を皆さんから集めながら、その中で一番いい

対応をこれからもやっていきたいというふうに思っております。 

１ 番 瀬  戸   終わります。 

議      長   日程第１、一般質問はこれで終了させていただきます。 

次に、日程第２、議案第39号 山北町原耕地地区地区計画の区域内におけ

る建築物の制限に関する条例の制定についてを議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

町長。 

町      長   議案第 39 号 山北町原耕地地区計画内における建築物の制限に関する条

例の制定について。 

山北町原耕地地区地区計画の区域内における建築物の制限に対する条例を

別紙のとおり制定するものとする。 

令和２年６月10日提出。山北町長、湯川裕司。 

提案理由でございますが、建築基準法第68条の２、第１項の規定に基づき、

原耕地地区の一部において、建築物に関する制限を定め、適正な土地機能と

健全な都市環境を確保するため、提案するものです。 

詳細については、担当課のほうから説明いたします。 

議      長   都市整備課長。 

都 市 整 備 課 長   それでは、議案第 39号を御説明申し上げます。 

本町では、平成27年３月に山北町第３次土地利用計画を策定しております

が、この計画の中にあります特定地域土地利用計画におきまして、岸の原耕

地地区の一部を産業系の利用検討ゾーンと位置づけ、想定する機能を商業及

びサービス施設等としております。既に、ゾーン内の一部の地区が商業施設

となっており、にぎわいを見せておりますが、町では、今後この地区におき

まして、さきの計画の土地利用方針を踏まえた上で、周辺の土地利用や自然

環境との調和に十分配慮しつつ、土地の合理的かつ健全な高度利用によって、

地域生活の利便性の向上をさらに図ってまいります。 
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本条例案は、既に策定しております山北都市計画原耕地地区と一体となっ

て、運用することで区域内における建築物に関する制限を定め、適正な都市

機能と健全な都市環境を確保することを目的に建築基準法第68条の２第１項

の規定により制定するものであります。 

それでは、１枚おめくりください。山北町原耕地地区地区計画の区域内に

おける建築物の制限に関する条例。 

初めに、第１条でありますが、先ほど申し上げましたとおり、本条例の目

的をうたっております。 

第２条では、本条例における用語の定義を定めております。 

続いて、第３条ですが、適応区域を定めております。こちらにつきまして

は、お手元にお配りいたしました図面、計画図のほうを御覧いただきたいと

思います。 

こちらの図面中央部分にあります赤い線、ちょっと細いのですけれども、

赤い線で囲った部分が本条例の適用区域になります。面積はおよそ１ヘクタ

ールとなっております。 

第４では、建築物の用途の制限を定めております。第１項では、建築可能

な建築物を列記しておりますが、そのうち第２号の政令第130条の５の３、各

号に掲げるものとしましては、床面積の合計が500平方メートル以内のもので、

理髪店、美容院、洋服店、学習塾などの施設があります。また、第３号の政

令第130条の４、各号に掲げる公益上必要な建築物としましては、延べ面積が

500平方メートル以内の郵便の業務の用に供する施設や、延べ面積600平方メ

ートル以内の地方公共団体の支所の用に供する施設や老人福祉センターなど

の施設があります。第２号では、制限を適応しない場合の規定を定めており

ます。 

第５条では、建築物の壁面の位置の制限をしております。 

こちらも図面のほうを御覧いただきたいと思います。こちらも、図面中央

の水色の点線で示した部分が壁面後退の対象となります。第１項及び第２項

とも制限を適用しない場合の規定を定めております。 

第６条では、壁面の後退区域における工作物の制限を定めております。 

第７条では、建築物の高さの限度を10メートルまでと定めております。 
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第８条では、建築物等の形態、色彩等の意匠の制限を定めております。 

第９条では、区域内における建築物の緑化率を10％以上と定めております。 

第10条では、垣または柵の構造の制限を定めております。 

第11条では、公益上必要な建築物の特例事項を定めております。 

第12条では、本条例に違反した場合におけます建築主や設計者、施工者な

どに対する罰則を定めております。 

第13条では、規則等への委任をできることを定めております。 

最後になりますが、附則、この条例は公布の日から施行する。 

説明は以上でございます。 

議      長   説明が終わりましたので、議案第 39号について質疑に入りますが、質疑終

了後、総務環境常任委員会に付託しますので、本会議での質疑は総括的な質

疑とさせていただきます。 

それでは、質疑のある方はどうぞ。質疑はありませんか。 

質疑はないので、議案第39号は総務環境常任委員会に付託いたします。 

以上で、本日の議事日程を終了いたしましたので、散会といたします。 

（午後１時 54分） 

 

 


